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はじめに 

 

 昭和 24年に土地改良法が制定されて以降、大規模な水源開発、取水堰や用排
水路、機場や管理施設の造成などが本格的に行われ、基幹的な農業水利施設は

膨大な資産を形成するに至っている。 

 

 これらの施設は安定的な用水の供給や排水など、農業生産の基盤であるばか

りでなく、地下水のかん養や湛水被害の軽減、地域用水として農村の景観を形

成し生態系を保全するなどの生活に密着した多面的機能を発揮している社会資

本である。 

 

 基幹的な農業水利施設の相当数は、戦後に集中的に整備されてきたことから

順次老朽化が進行し、更新が必要な時期を迎える施設が増加してきている。一

方で、国と地方の厳しい財政状況があり、既存ストックの有効利用により施設

の機能を効率的に保全することが課題となっている。 

 

  このようなことから、食料・農業・農村基本計画においては、農業水利施設
の長寿命化を図り、そのライフサイクルコストを低減することを通じ、効率的

な更新整備や保全管理を充実するとされている。 

 

 これを進めるためには、既存ストックの有効活用を図りながら農業水利施設

の機能保全を行うための統一的な仕組みや技術指針の整備が急務である。こう

したことから、機能保全に関する基本的考え方を整理したうえで、施設機能の

診断、計画的な施設の更新・保全管理を実施できるよう「農業水利施設の機能

保全の手引き」の検討を行ってきた。 

 

 本委員会では平成 18年 10月より 3回の委員会を開催し、また、より専門的
な検討を行う検討部会での精緻な議論も行われた。さらに、平成 19年 3月にパ
ブリックコメントが実施された。各委員をはじめ、国民各層から多くの貴重な

ご意見・情報をいただいたことに感謝申し上げたい。 

 

 今後、施設の機能保全に携わる技術者が地域の実情に応じながら、本手引き

を活用し、農業水利施設の適切な機能保全が全国で展開されることを期待した

い。 

                          技術小委員会委員長 
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第１章 手引きの目的と活用 

第１章  手引きの目的と活用 
 

 １．１ 目的 

 

 「農業水利施設の機能保全の手引き」(以下「手引き」という。）は、農業水利施設の

適切な機能保全とライフサイクルコスト（以下「ＬＣＣ」という。）の低減を図るため

の実務に必要となる基本的事項を取りまとめることを通じて、ストックマネジメントの

取組を推進することを目的としている。 

 

【解説】 

 ・ これまでの農業水利施設の機能を維持するための手法は、劣化の進行に伴う施設性

能の著しい低下や、営農形態の変化等に伴う施設改良の必要が生じた場合に、更新整

備を行うものであった。また、部分的な損傷等については維持管理の一貫として補修

等の対策が行われてきた。 
 
・ 近年は、施設の長寿命化を図る観点から、予防保全対策(施設の劣化が致命的な状況

になる以前に適切な補修・補強等の対策を取ることで供用年数を効率的に延伸させる

方法）が一部で取り入れられ始めている。 

 

 ・ 今後は、これらの農業水利施設の保全対策を、より的確かつ効率的に実施するため、

①既存施設の状態を定期的に診断調査及び評価し、②これに基づく劣化予測を行い施

設機能の保全対策を比較検討して、③適時・的確な対策を選択実施するとともに、④

施設に係るデータの蓄積を図ることにより施設の継続監視に活用する、等の取組を基

本とする「ストックマネジメント」を一般化していく。 

 

 ・ この手引きは、「ストックマネジメント」についての基本的な考え方や、現場での

実施方法の枠組み等を取りまとめることにより、今後、基幹的な農業水利施設におい

て、このような取組の普及と一般化を図るとともに、施設の機能診断調査から対策の

比較検討、データの蓄積等の一連の実施方法について基本的な視点を共通化すること

により、取組の技術水準の確保や、今後の技術向上に資することを目的とする。 
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第１章 手引きの目的と活用 

  

 【参考】ストックマネジメントとアセットマネジメント 
 

社会資本のひとつであるインフラ資産を対象としたマネジメントに、アセットマネジメント 

(Asset Management)という用語が用いられることが多い。 

 アセットマネジメントは、直訳すると資産管理の効率的な運用という意味であり、一般的には金

融資産や不動産などを管理・運用することを指すが、近年では公共事業により造成された施設につ

いて、効率的な維持管理や補修などをどのように効率的に行うかといった技術体系及び管理手法の

総称としても使われている。 

 この手引きにおける「ストックマネジメント」は、施設の機能診断に基づく機能保全対策の実施

を通じて、既存施設の有効活用や長寿命化を図り、ＬＣＣを低減するための技術体系及び管理手法

の総称としている。なおストックマネジメントの取組は緒に就いた段階であり、施設保全に係る現

場での具体的な対応技術の確立を図る視点に力点を置いている。 

 将来的には、施設系毎のＬＣＣを低減するだけではなく、施設劣化のリスクをコントロールしつ

つ、更新や維持管理に要する経費を平準化する等のアセットマネジメントとしての展開が可能とな

るよう、取り組む必要がある。 

  
 
 
【参考】ライフサイクルコスト 

 

 近年、一般的な用語として「ライフサイクルコスト」という用語が使われる場合が多くなってい

る。例えば、電化製品を製造する際に、その製造コスト（販売価格）だけを考えるのではなく、利

用する際の電気料金、廃棄する際のリサイクルコストなど、製造から廃棄（あるいはリサイクル）

までの総コストを視野に置く考え方である。 

 しかし、ライフサイクルコストとは考え方としては明確であるものの、対象とするものが何かに

よって、具体的な計算は必ずしも容易ではない。特に公共事業により造成される土木構造物につい

ては、道路や水路のようにその設置目的である機能が永続することが暗に求められている場合な

ど、どこからどこまでがライフサイクルなのか、といった問題がある。このため、これまでの公共

事業の分野では、「建設コストだけではなく、維持管理や廃棄のコストも考慮に入れる」といった

趣旨で用いられる場合が多く、必ずしもライフサイクルの定義がなされておらず、用法も様々であ

るのが実態である。 
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第１章 手引きの目的と活用 

１．２ 活用方法 

 

 農業水利施設の機能保全に効率的に取り組むため、施設管理者、施設造成者、及び関

係する機関が、ストックマネジメントの基本事項について共通の視点を持ちながら、そ

れぞれの業務を実施する際に、この手引きを活用する。 

 

【解説】 

 ・ 農業水利施設の機能保全は、 
ア）施設の利用と日常管理を行っている施設管理者、 
イ）中長期的に基幹施設の機能を適切に保全する責務を負っている施設造成者 

等の技術者が、連携・協力して取り組むことが重要である。この際、この手引きを活

用し、関係者がストックマネジメントについての基本的な考え方や対策の実施方法の

枠組みを共有することが必要である。 

 

・ なお、農業用水の利用形態の変更やその他社会情勢の変化等により、施設に求める

機能の追加や性能の向上が必要な場合の検討は、本手引きでは念頭に置いていないこ

とに留意が必要である。 
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１．３ ストックマネジメントの実施のための技術上の課題 

 

 ストックマネジメントを実施するに当たっては、様々な技術的課題を解決する必要があ

る。しかし、発展途上の技術であることから、今後の現場での実践とデータの蓄積を踏ま

えて、さらに技術の向上を図っていく必要がある。 

 

【解説】 

 ・ ストックマネジメントに関係する技術は、近年、社会資本の適切な保全管理のため

に研究が行われてきている。しかしながら、農業水利施設をはじめ多くの分野ではデ

ータの蓄積が十分でないことから、各地区での実施の際には、この手引きの考え方や

枠組みを基本としつつ、それぞれの地区の施設構造や環境、立地条件等を十分考慮・

分析して対応する必要がある。 

   また、この手引きの中に取り上げている事例等は参考として示したものであり、そ

の活用に当たっては立地条件の相違等を十分留意する必要がある。 

 

 ・ この手引きに示す基本事項を踏まえた機能診断調査・評価の結果や、対策の比較検

討結果、対策（補修・補強・改修等）の実施履歴等のデータを継続的に蓄積・分析す

ることを通じて、ストックマネジメントの実施の効率化や技術の向上に努める。 
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第２章 農業水利施設のストックマネジメントの取組 

 
第２章 農業水利施設のストックマネジメントの取組 
 

 ２．１ 基本的な考え方 

 

 農業水利施設の機能を保全するための手法は、継続的に行う機能診断調査と評価を踏

まえて、複数の取りうる対策工法の組合せについて比較検討することにより、適時・的

確に、所要の対策を選択して実施することを基本とする。 

 

【解説】 

 ・ 農業水利施設は、新規に建設されてから時間の経過とともに劣化し使用に耐えなく

なるか、又は使用のために過重な維持補修費がかかるようになり、いずれは更新する

ことになる。 

   しかし、農業水利施設を構成する施設毎にみると、構造物の劣化は一様でなく、同

じ構造の施設系の中でも、改築する以外に対策がない程に劣化している部分、補修や

補強により対処（長寿命化）できる部分、当面経過を観察しても性能に支障がないと

判断される部分が混在し、個々の施設の状態に応じた適時・的確な対策をとることが

効率的である場合がある。 
 

 ・ 従来の施設は、改築する以外に手段がない状態に至った段階、又は営農等の環境変

化により施設が必要となる性能を満たさなくなった段階で一括して更新整備が行われ

ることが多かった。今後は、継続的な施設の機能診断に基づく健全度や劣化の要因等

の評価を基礎とし、実施可能な対策を施設の機能を保全する費用の面から比較検討す

ることによって、より効率的な対策手法を選択して実施する。 

   また、対策の比較検討の単位も、事業地区全体や水路の路線毎などの大くくりでは

なく、施設の劣化状態等によってグループ化した施設群毎に行う必要がある。 

 

 ・ 体系的な機能診断等の取組により、施設の性能や劣化等の状態が把握され、施設崩

壊に至るリスクや、より経済的で選択可能な対応策が明確にされることで、適切な対

策の適時・的確な実施が促進され、施設の劣化に伴うリスクの軽減も図られる。 

 

・ このように、ストックマネジメントのねらいは、水利施設の時系列的な状態の把握、

想定する複数の対策シナリオについて劣化等の進行予測を通じて、適切な補修等によ

り構造物の延命化を図るとともに、補修・更新費用の最小化・平準化を図ることにあ

る。 
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第２章 農業水利施設のストックマネジメントの取組 

 
 

全面的な改築
を前提とした事
業実施を検討

利用に支障がある性能低下の有無

何らかの対策検討
が必要な程の構造
性能の低下

構造性能の低下

著しくある

継続的な施設診断

ないある

それほどない、
ない

ある

ないある

ないある

ないある

ないある

ないある

ある

有効な補修・補強対策
の有無

使用限界まで放置してから
更新するより経済的な予防
保全対策の有無

予防保全対策
を実施

早期の更新整備の
必要性

更新整備を
実施

施設への要求性能
水準が向上。
従来の手法で検討

性能低下が生じている
施設の有無

施設性能の低下の懸念

劣化が著しい
施設の補強、
改築を実施

ある

従来の対応

新たな対応

近年部分的に
取り組んでき
ている対応

今後、ストックマネジメ
ントで取り組む対応

従来の対応

新たな対応

近年部分的に
取り組んでき
ている対応

今後、ストックマネジメ
ントで取り組む対応

従来

継続利用

ない

継続監視

それほどない、
ない

ストマネ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２－１ ストックマネジメントのイメージ】 
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第２章 農業水利施設のストックマネジメントの取組 

 
２．２ ストックマネジメントの実施項目と流れ 

 

 ストックマネジメントでは、①施設管理者による日常管理における点検、補修、②施

設造成者による定期的な機能診断調査と評価、③調査結果に基づく施設分類と劣化予測

、効率的な対策工法の比較検討、④関係機関等の情報共有と役割分担による所要の対策

工事の実施、⑤調査・検討の結果や対策工事に係る情報の蓄積等を、段階的・継続的に

実施する。 

 

【解説】 

   ストックマネジメントによる機能保全のプロセスは、造成された農業水利施設の施

設管理者による日常的な管理、施設の状態を継続的に把握するために施設造成者が定

期的に行う機能診断調査、施設の機能保全のための費用を低減させるための適時・的

確な対策の実施について、関係者が連携・情報共有を図りつつ継続的に実施すること

である。この際、電子化されたデータベースに調査結果や対策の実施内容などの情報

を蓄積し、整理・分析することを通じ、より高度な機能診断等に反映させる。 
    

施設の立地条件
や重要度に応じ、
・現地踏査

・近接目視を中心
とした現地調査

・劣化要因の推定
・健全度の判定

機能診断を踏まえ、劣化要因や健全度により
施設をグルーピング

グルーピングされた施設に応じた対策パターン

を環境に配慮しつつ複数作成（シナリオの設定）

シナリオ毎の機能保全コストを比較検討
し、地区全体として最適な計画を作成

・巡回点検
・異常、変状の把握
・軽微な補修

機能診断調査

機能診断評価

計画の作成

④対策工事

補修
補強
更新

①日常管理

⑤データの蓄積 診断情報

点
検
情
報

支援

補修等情報

連携

機能診断評価

③計画の作成

診断情報

②

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２－２ ストックマネジメントの流れ】 
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第２章 農業水利施設のストックマネジメントの取組 

 
２．３ 主な実施項目の内容 
 
２．３．１ 施設管理者による適切な日常管理 
 施設管理者は、日常の適切な施設の運用と管理により、施設性能の維持に努めなければならない。

また、施設の運用・管理の記録を行うとともに、大きな変状が確認された場合には、施設造成者な

どへ変状の状況等の連絡を行うことが必要である。 

 

【解説】 

・ 施設の日常的な運用や管理は、施設に本来期待されている性能の発揮とその維持のために重要

な行為である。また、経年的な施設の劣化や地震等による偶発的な施設の変状を把握する上で

重要な機会である。このため、適切な日常管理が行われなければならない。 

  

・ 通常の保守管理の範囲で行う軽度の補修等は、施設管理者が行う。また、高度な機能診断が必

要な変状を発見した場合、又は通常の管理を超える規模の対策が必要であると考えられる場合

には、施設造成者に情報提供を行う等の対応が的確になされる必要がある。 

 

・ 施設管理者は、施設の適切な運用手法や管理技術の向上に努めなければならない。 

 

・ 施設造成者は、施設管理者と日頃から施設の管理状況等について情報交換を図るように努めな

ければならない。 
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第２章 農業水利施設のストックマネジメントの取組 

 
２．３．２ 定期的な機能診断調査と評価 

  施設の変状を発見し、最適な対策を適時に検討するため、機能診断調査とその評価を
定期的に実施する。 

 
【解説】 
・ 定期的な機能診断調査と評価を基礎として、複数の対策工法の比較検討を行うことは、

ストックマネジメントの重要な考え方である。 

  

・ 機能診断調査は、施設管理者が行う日常管理からの情報や、過去の補修履歴などの基

礎資料による情報を踏まえ、効率的に実施する。 
 

・ 機能診断調査は、埋設されたパイプライン等の目視が困難な施設を除き、原則として

技術的知見を持つ技術者が現地踏査による目視を基本として実施する。また、施設の状

況によって早急な対策が必要と判断される場合には、精査を行うなど、段階的な調査等

を実施する。 

 

・ 初回の機能診断で早期の対策の必要がなかった場合であっても、データベースに調査

結果の情報を蓄積するとともに、その後の日常管理に活かすため、施設の劣化原因や状

態を踏まえた継続点検のポイントを施設管理者にわかりやすく引き継ぐことが重要で

ある。 
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第２章 農業水利施設のストックマネジメントの取組 

 
２．３．３ 調査結果に基づく施設の分類と劣化予測、対策工法の比較検討 

  機能診断調査の結果に基づき、施設の劣化予測を行うとともに、取りうる対策の選択
肢を明確化した上で、それぞれの対策工法についてＬＣＣを低減する観点から比較検討

を行う。 

 
【解説】  
・ 機能診断調査の結果に基づき、何らかの対策が必要と判断される施設がある場合には、

所要の対策工法を検討するため、施設構造や立地条件を考慮しつつ、施設の劣化状況(健

全度）に応じて施設の分類（グルーピング）を行う。この分類毎に、複数の対策案を比

較検討し、より効率的な対策工法を選定する。 

 

・ 対策工法は、施設の構造や劣化状況に応じて技術的に適用可能なものを検討の対象と

するが、その際に取りうる対策の選択肢（オプション）を明確にすることが重要である。 
 
・ 対策工法の比較は、一定の検討期間を定め、その期間中に発生する施設の機能を保全

するのための費用（建設費、補修費、維持管理費など）が最も経済的となる手法を基本

とする。しかしながら、経済性のみで判断するのではなく、環境への影響や環境修復の

可能性、施設管理者や地域住民の意向等も考慮し、総合的に判断する必要がある。 
 

・ 劣化が比較的軽度の場合、軽度で安価な対策工事から本格的な対策工事まで、適用可

能な対策工法の選択肢が広い。しかし、劣化が進んだ状態では、適用可能な対策工法の

選択肢が小さくなるのが一般的である。 

 

・ また、施設の劣化状況が軽度で対策を講じない施設であっても、劣化予測が困難な場

合には、変状の変化について継続監視とする対応もストックマネジメントの重要な視点

である。 
 
・ なお、劣化予測を伴う対策工法の採用に当たっては、劣化予測に含まれる誤差につい

ても考慮することが望ましい。 
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第２章 農業水利施設のストックマネジメントの取組 

 
 

【参考】予防保全対策の考え方 

 

 本手引きにおいては、予防保全を「当該施設に求められる性能が，管理水準以下に低下する前に，機能

保全コストの最小化の観点から，経済的に耐用年数の延伸を図る目的で実施する対策」と位置づけている。

補修や補強といった手法による耐用年数の延伸が、供用期間を全うした後に再建設する方法よりも経

済的であれば、これを選択するものである。 

 コンクリート標準示方書※では、劣化が顕在化する以前から詳細な点検を行い、劣化が顕在化する

ことがないように予め対策をとることを予防保全としている。しかし、農業水利施設においては、

コンクリート等の部材に物理的な劣化が生じても直ちには通水性能の低下といった不具合が顕在化

しない。このため、部材としては事後保全であっても農業水利施設全体の機能としては予防保全と

なる。 

 

 ※コンクリート標準示方書における予防保全の定義 
 予防維持管理：構造物の性能低下を引き起こさせないことを目的として実施する維持管理。予防

保全とも言う。 

 予防維持管理について、一般的に、構造物の性能は、材料の劣化が顕在化することにより低下し

始める。予防維持管理とは、劣化が顕在化する以前から詳細な点検を行い、劣化が顕在化すること

がないよう適切な対策を講じ、構造物を維持管理する方法である。維持管理の方法としては最も望

ましい。＜土木学会 コンクリート標準示方書（維持管理編）(2001年制定)＞ 
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第２章 農業水利施設のストックマネジメントの取組 

 
２．３．４ 施設管理者、施設造成者等の関係者間の情報共有と対策実施の役割分担 

  実際の機能保全のための対策を検討・実施しようとする場合、関係する機関が情報を
共有するとともに、対策の実施時期や工法の選定に当たっては適切な役割分担の基に合

意形成を図ることが必要である。 

 
【解説】 
・ 機能診断の調査結果や機能保全のための対策工法の検討経緯については、施設管理者

と施設造成者及び関係機関が情報を共有し、今後の具体的対応について検討することが

重要である。 
 

・ 直ちに何らかの対策が必要ではない場合であっても、施設の状態や対策が必要となる

将来の見込み等について的確な情報を共有することが重要である。 
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第２章 農業水利施設のストックマネジメントの取組 

 
２．３．５ 機能診断調査の結果や検討の経緯、対策工事の履歴に係る情報の蓄積 

  中長期の劣化予測や対策工法を検討するに当たり、過去の機能診断の結果や補修工事
の履歴等が重要な情報となる。このため、これを電子化されたデータベースに蓄積し、

常に参照できるように整備することが重要である。 

 

【解説】  

・ ストックマネジメントは劣化の進行を踏まえて、より効率的な対策を比較検討し選択

するものであるため、施設の設計諸元や診断結果、補修等の履歴、日常的な維持管理の

状況等の情報が検討に当たっての重要な情報となる。このため、これらの情報を収集・

蓄積し、一元的に管理することにより、施設の経年的な情報の的確な把握が可能となる。 

 

・ 様々な施設の劣化の進行に関するデータの蓄積が図られることにより、施設の劣化予

測の精度を向上させることが出来るなど、ストックマネジメントの実施の効率化や技術

の向上が図られる。 
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第３章 ストックマネジメントの基本事項 

第３章 ストックマネジメントの基本事項 

 
３．１ 総論 

 
ストックマネジメントは、施設の管理段階から、機能診断を踏まえた対策の検討・実

施とその後の評価、モニタリングまでをデータベースの履歴情報等を活用しつつ進める

ことにより、ＬＣＣの低減を合理的に推進しようとする技術体系及び管理手法である。 

具体的には、図３－１のようなプロセスであり、従来から施設の設計段階で行われて

きた複数工法の経済比較について、機能診断の結果を踏まえた現況施設の有効利用の視

点を、計画や設計などのプロセスに基本的な思想として意識的に取り込むことである。 

 
 

適切な維持管理・点検、補修履歴の記録

機能診断、LCC比較によるシナリオ分析

予防保全 施設更新 機能監視

モニタリング・事後評価

データベース
（共通仕様）

適切な維持管理・点検、補修履歴の記録

機能診断、LCC比較によるシナリオ分析

予防保全 施設更新 機能監視

モニタリング・事後評価

データベース
（共通仕様）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図３－１ ストックマネジメントのプロセスの概念】 

 
 
 現況施設の有効利用は、対象とする施設に求められている機能に関する性能を許容範

囲内に確保するための様々な手段の中から、最も合理的なものを選択することによって

行う。この際、どのような機能に着目し、これに関する性能がどの程度まで低下したら

許容できないのかについて、明確に意識する必要がある点が、従来とは異なる。 

 

 このように、施設の性能低下を許容しつつ、一定のレベル（管理水準）以上に施設の

性能を管理するということは、対策工事等をすぐに実施するという手段だけではなく、

当該施設の劣化を予測するとともに、施設の継続監視を行い、管理水準まで劣化が進行

する間に改めて対策を実施するといった時間的な概念があり、適用可能な対策工法と実

施時期の組合せは数多く存在することになる。 
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第３章 ストックマネジメントの基本事項 

このような考え方によって対策を実施するためには、施設の劣化予測を行う技術とと

もに、対策工法の組合せ（シナリオ）の中から最適なものを選択するため、ＬＣＣを比

較する手法が必要となる。しかし、農業水利施設の多くは、その機能を廃棄することを

想定していないことからライフサイクルの設定が困難なこと、現状の施設性能を今後ど

のように保全するかを検討することから当該施設が造成された際の費用は必ずしも意

味を持たないこと、などから、実際に「ＬＣＣ」を直接比較する手法は用いない。この

ため、実際のシナリオ比較においては、機能診断の直後から一定期間に発生する機能保

全のためのコスト（以下「機能保全コスト」という。建設工事費、補修・補強等の維持

管理費など全てのコストの総額）について、最も経済的な手法を選択することを基本と

する。 

 

ストックマネジメントのプロセスは、図３－２のとおりとなる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日 常 管 理 （機能監視）

機能診断
調査

事前調査 現地踏査（概査） 現地調査（精査）

・前歴事業、補修履歴等の整理、
施設管理者からの聞き取り等 ・特に重点的に調査すべき箇所

を現地調査箇所として抽出

・重点的調査地点において劣化度
を判定するためのデータ収集

・近接目視を中心とした調査

・目視による全線概要調査

機能診断
評価

劣化要因の推定
対象施設の
グルーピング

健全度の判定

・既存資料や機能診断調査
結果等から劣化要因の推定

・調査単位毎に施設の劣化
進度をランク分け

（性能指標・健全度評価）

・劣化要因及び健全度により
対象施設をグルーピング

対策工法
の検討

対策工法の選定 対策実施シナリオの作成

・グルーピングされた施設毎に
対策工法を複数選定

・選定された対策工法・実施時期を組み
合わせて対策シナリオを複数作成

機能保全ｺｽﾄ
の算定・比較

計画の作成

施設別の機能保全コスト算定 地区の機能保全コスト算定

機能保全コストの比較結果より選定された経済的かつ合理的な対策
実施シナリオについて、実施時期、対策の優先度等を盛り込んだ計画を作成

・施設別に対策実施シナリオ毎の
機能保全コストを算定

・施設別に算定された機能保全コストを
基に、地区全体の機能保全コストを算定

機 能 保 全 対 策 の 実 施

更新・管理の全体フローイメージ

劣化進行の予測

・グループ毎に
劣化進行の予測

 
【図３－２ ＬＣＣを低減する機能保全計画の策定プロセス】 
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第３章 ストックマネジメントの基本事項 

３．２ 性能の管理 

 

３．２．１ 基本的考え方 

ストックマネジメントの考え方は、農業水利施設の有する機能に着目し、その性能を

最適な手法によって一定の範囲に維持することである。この際、どこまでの性能低下を

許容するかを明確にすることが必要である。 

 

【解説】 

・ ストックマネジメントは、当該農業水利施設の設置目的を達成するため、着目した

性能や総合的に評価した健全度指標を一定範囲に維持するために最も合理的な手段

を見いだすプロセスである。 

 

・ 具体的には、図３－３のように、特定の性能を、新設時の水準と、これ以上の性能

低下を許容することが出来ない管理水準の間に維持するために取りうる手段のうち、

対策の実施時期、対策工法などが最も経済的になる手段を選択する手法である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能診断

性能管理の範囲

経過年

性能水準

新設

管理水準

使用限界水準

対策実施水準（目標性能）

補強

【図３－３ 性能劣化曲線と管理水準】 

 

・ 管理水準は、性能低下を許容できる限界の性能水準であり、個々の施設における農

業面の重要性や環境への影響、災害リスクなどを総合的に勘案して、これを定める必

要がある。 
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第３章 ストックマネジメントの基本事項 

３．２．２ 農業水利施設の機能と性能 

農業水利施設の有する様々な機能は、水利用機能、水理機能、構造機能等に分類され、

これらは重層的に構成されている。また、機能の発揮能力が性能であり、操作性、通水

性、耐摩耗性といった個別の性能指標や、総合的な健全度指標で表すことができる。 

 

【解説】 

・ 農業水利施設の機能とは施設が本来的に果たす役割であり、水利用機能、水理機能、

構造機能等がある。また、その役割を発揮する能力が性能であり、性能は通水等の現

象や、強度等の物理的状態として具体的に表すことができる。また、これらの機能は

重層的な関係にあり、構造機能が水理機能や水利用機能を下支えする関係にある。（図

３－４） 

 

 
【図３－４ 農業水利施設の機能と性能】 

 

 この手引きにおけるストックマネジメントでは、これらの機能の発揮能力を表す性

 

 このように、個別の性能指標又は健全度指標について、管理水準を定め、それを維

 

・

能のうち、直接的に管理を行う性能指標を特定するか、又は主に構造性能の劣化状況

の視点から定義した健全度指標による性能管理を行う。 

・

持するための中長期的な手法をとりまとめたものを、この手引きにおいては「機能保

全計画」という。また、機能保全計画に基づく工事等を「機能保全対策」という。 

用水施設の目的

（農地へ水を供給す ）

機能・目的 

 
る  

水利用機能：

 配水の弾力性、保守管理性、環境性能

 
 

指標の例：

 維持管理 故件数

性能を表す指標の例

 
経費、事  

指標の例：

度係数、通水断面

水理機能：

 通水性、 定性、分水制御機能

 
通水量、粗

 
水理的安  

構造機能：

 力学的安 定性、耐久性

 
全性、安  

 

指標の例：

強度、摩耗 深、鉄筋腐食

量、耐用年数

 

 
深、中性化
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第３章 ストックマネジメントの基本事項 

 

コラム】 機能(function)と性能(performance) 

機能と性能は混同される場合が多いが、ストックマネジメントの考え方や性能設計においては、

能と性能といった場合、 

,200 ㎞/時、航続距離は 3,000 ㎞である。 

や役割であって、直接数値化できないもの。また、性能とは、具体的な指

「最近、肝臓の機能が低下してきた」という言葉を日本語として使う場合があるが、厳密には、「最

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【

 

 

重要な概念である。 

 例えば、飛行機の機

  ・飛行機には、飛ぶ機能がある。 

  ・その飛行機の性能は、最高時速 1

 という違いである。 

 つまり、機能とは性質

標として数値化できるもの、ということである。英語表記の方がわかりやすいかもしれない。 

 

 

近、肝臓の代謝機能の一つであるアルコールの代謝性能が低下してきた」というような使われ方が

正しい。 
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第３章 ストックマネジメントの基本事項 

３．２．３ 健全度評価 

 劣化予測や対策工法の検討を行うため、機能診断調査の結果明らかとなった「施設

状態」に基づき、対象施設の変状がどの程度のレベルにあるかを総合的に把握し、対

象施設の「健全度評価」を行う。 

 

【解説】 

・ 健全度は、施設に求められる様々な性能指標から評価することが必要である。しか

し、水利用機能、水理機能、構造機能のいずれの機能も構造性能の低下に起因するこ

とが多いため、例えば、鉄筋コンクリート構造物についてはひび割れなどの外形的な

構造状態に係る指標から、健全度を評価する。 

 

・ また、水利用性能や水理性能そのものの低下が著しく、それ自体に着目すべき場合

や、構造性能の劣化以外にも水利用性能や水理性能へ与える影響が大きい要因がある

場合には、別途これを考慮する必要がある。 

 

・ この手引きでは、施設の健全度評価は、変状の程度により、当面、以下に示すよう

な健全度指標を定義し、機能診断調査結果から対象施設の状態がどの健全度（ランク）

に該当するかを判定することにより行う。 

 

【表３－１ 健全度指標】 
健全度 

指標 
健全度指標の定義 

鉄筋コンクリート構造物における 

劣化現象の例 

対応する 

対策の目安

S-5 変状がほとんど認められない状態。
① 新設時点とほぼ同等の状態 

（劣化過程は、潜伏期） 
対策不要 

S-4 軽微な変状が認められる状態。 

① コンクリートに軽微なひび割れの発生や摩耗

が生じている状態 

② 目地や構造物周辺に軽微な変状が認められる

が、通常の使用に支障がない。 

（劣化過程は、進展期） 

要観察 

S-3 
変状が顕著に認められる状態。劣化

の進行を遅らせる補修工事などが適

用可能な状態。 

① 鉄筋に達するひび割れが生じている。あるい

は、鉄筋腐食によるコンクリートの剥離・剥

落が生じている。 

② 摩耗により、骨材の脱落が生じている。 

③ 目地の劣化により顕著な漏水（流水や噴水）

が生じている。 

（劣化過程は、進展期から加速期に移行する段階） 

補修 

（補強） 

S-2 
施設の構造的安定性に影響を及ぼす

変状が認められる状態。補強を伴う

工事により対策が可能な状態。 

① コンクリートや鉄筋断面が一部で欠損してい

る状態。 

② 地盤変形や背面土圧の増加によりコンクリー

ト躯体に明らかな変形が生じている状態 

（劣化過程は、加速期又は劣化期に移行する段階） 

補強 

（補修） 

S-1 

施設の構造的安定性に重大な影響を

及ぼす変状が複数認められる状態。

近い将来に施設機能が失われる、又

は著しく低下するリスクが高い状

態。補強では経済的な対応が困難で、

施設の改築が必要な状態。 

① 貫通ひび割れが拡大し、鉄筋の有効断面が大

幅に縮小した状態。S-2 に評価される変状が更

に進行した状態。 

② 補強で対応するよりも、改築した方が経済的

に有利な状態 

（劣化過程は、劣化期） 

改築 
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第３章 ストックマネジメントの基本事項 

 

・ 施設の健全度評価は、内部要因（部材の劣化など）、外部要因（外力による変形・

変位など）、その他の要因（部材同士のズレなど）それぞれについて評価を行う。 

 

・ この手引きでは、健全度評価は、ひび割れなどの計測可能な変状に着目し、施設の

性能に与える劣化状態を S-5 から S-1 までに区分して実施することを基本とする。な

お、変状が複数ある場合は、性能に与える影響が最も大きい変状のランク（最小値）

を全体の健全度とする。 

 

・ 健全度を S-1 と評価する施設については、対応する対策は更新（再建設）が基本と

なるが、この判断を行う場合には、評価者が技術的観点から総合的に判断するものと

する。 

 

 

 

 

【参考】 健全度指標とコンクリート標準示方書の劣化過程との関連 

  

  健全度指標の区分は、おおむねコンクリート標準示方書の劣化過程の考え方と同様

の観点に立っている。例えば、鉄筋コンクリートの中性化の場合、コンクリート標準

示方書では、以下のように記述されている。 

 

 

鉄筋腐食の開始

コンクリートに腐食
ひび割れ発生

潜伏期 進展期

加速期

劣化期

使用期間

中
性
化
に
よ
る
劣
化

部
材
性
能
の
低
下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

劣化過程 定  義 期間を決定する要因 

潜伏期 中性化深さが鋼材の腐食発生限界に達するまでの期間 中性化進行速度 

進展期 鋼材の腐食開始から腐食ひび割れ発生までの期間 鋼材の腐食速度 

加速期 腐食ひび割れ発生により鋼材の腐食速度が増大する期間

劣化期 鋼材の腐食量の増加により耐荷力の低下が顕著な期間 

ひび割れを有する場合の

鋼材の腐食速度 

出典：コンクリート標準示方書（維持管理編） 
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第３章 ストックマネジメントの基本事項 

３．３ 施設の機能診断 

 

３．３．１ 機能診断の目的 

 機能診断の目的は、対象施設の劣化の度合いを可能な限り定量的に把握するととも

に、その劣化が起こっている要因を特定することである。 

 

【解説】 

・ 機能診断調査は、対象となる農業水利施設系の機能全般について全容を把握すると

ともに、施設の劣化予測や対策工法の検討に必要な事項について調査を行うものであ

る。 

 

 

３．３．２ 機能診断の手順 

 機能診断調査は、これを効率的に進める観点から、 

①資料収集や施設管理者からの聴き取りによる事前調査、 

②遠隔目視により概況の把握を行う現地踏査、 

③近接目視、計測、試験等により定量的な調査を行う現地調査 

の３段階を基本とし、必要に応じて追加の調査を実施する。 

 

・ 機能診断のために行う調査は、効率的に実施する観点から、以下の３つの段階で実

施することを基本とする。 

   ①事前調査 

  設計図書や施設管理者が有する維持管理記録資料等の収集及び聴き取り

調査 

・ 事前調査は、農業水利ストック情報データベースの参照や、設計図書、

管理・事故・補修記録などの文献調査、施設管理者からの聴き取り調査等

により、効率的に機能診断調査にかかる基本的情報を把握し、現地踏査や

現地調査をどのように実施する必要があるか等を検討することが主な目

的である。 

 

   ②現地踏査（概査） 

  調査対象となる施設の全体について、技術的知見を持つ技術者の遠隔目視

によって、施設の劣化の概況を把握する調査 

・ 現地踏査は、技術的知見を持つ技術者が遠隔目視により対象施設を調査

することにより、施設の劣化状態やその要因を大まかに把握し、調査の単

位や定量的な調査項目の決定など、現地調査の実施方法を具体的に検討す

ることが主な目的である。 

 

   ③現地調査（精査） 

  事前調査、現地踏査の結果を踏まえ、所要の地点において、近接目視、計

測、試験等により行う定量的な専門調査 
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第３章 ストックマネジメントの基本事項 

・ 現地調査は、近接目視による調査のほか、施設の劣化予測や対策工法検

討のために必要な指標について、定量的な調査を行う。 

・ 現地調査による調査結果だけでは判定できない特殊な状況にあるなど、

特に必要がある場合には、専門家や試験研究機関などによる詳細調査を実

施する。 

 

・ 目視による調査が困難な埋設されたパイプラインなどの農業水利施設については、

施設の劣化に伴う偶発的な漏水事故歴や補修履歴などから、開削による調査などの必

要性を個々に判断することが必要である。 

 

・ また、大規模な用排水機場等、故障や災害等による施設機能の停止が及ぼす社会的

な影響が大きい重要構造物（例えば、盛土区間の開水路で施設下に人家や鉄道等の公

共施設等がある箇所、水管橋下を高速道路・新幹線等の公共施設等がある箇所等）に

ついては、施設の健全度を評価した後、それがその後の使用によりどのように変化す

るかモニタリングが必要と考えられる。 

 

・ 例えば、用排水機場の振動監視センサー、高耐久性のひずみゲージや変位計、変形

を測定するための光ファィバーや最大ひずみ記憶型ゲージ、デプスゲージ（パイプラ

インの管外面の腐食深さを測定する孔食計）、センサー埋め込み型の材料など、構造

物の重要度や地質等の条件に応じてセンサー類を取り付けることが考えられる。これ

らのデータを通信網等により管理所まで送ることにより、重大な故障・事故の予兆を

検知し予防的な対策の実施や管理点検の高精度化につなげていくことを検討する必

要がある。 

 

・ 機能診断の際には、対象となる施設に影響を与える周辺の状況（法面や地山など）

についても、併せて把握することが望ましい。 
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第３章 ストックマネジメントの基本事項 

 

基幹的水利施設の資料収集・整理 

問診調査 

調査結果の整理 

性能低下の状況把握、施設の劣化の要因推定等

を行い、現地踏査の重点や留意事項を整理 

目視・簡易調査 

施設の劣化の概況を把握、劣化要因の特定、調

査単位と調査地点の設定、局所的劣化の把握等

計測診断 

近接目視による診断 

 

対策方針の検討 

START  

 

 
事 前 調 査  

・施設概要 

・設計施工資料等の収集整理 

・日常定期点検記録の整理 

・事故歴・補修歴の整理 

・維持管理上の課題整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
現 地 踏 査  

・遠隔目視 

（近接目視、触診、打音調査） 

 

 

 

 

 

 
現 地 調 査  

・近接目視、触診、打音調査 

・簡易測定器等による簡易 

測定調査 

 

＜詳細調査＞ 

・破壊検査、非破壊検査 

・水理解析や構造解析等に 

よる性能調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３－５ 機能診断調査の実施フロー】 
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第３章 ストックマネジメントの基本事項 

３．３．３ 事前調査（既存資料の収集整理等） 

 施設の性能低下の状況や劣化要因の特定・評価に必要となる施設の経歴、施設の供用

環境、地域特性に関する既存資料を事前に収集整理し、また、施設管理者からの聴き取

りを行い、現地踏査における調査事項や留意事項など、調査の実施方法を検討する。 

 

【解説】 

・ 前歴事業の設計図書、補修等履歴情報等の施設の履歴情報、通水量の変動、水質等

の施設が供用されている環境の情報、寒冷地、海岸からの距離等の地域特性を把握す

ることにより、機能診断調査を効率的に実施することが重要である。 

 

・ 日常の管理を行う土地改良区などの施設管理者から、施設の変状等を把握すること

が重要である。 
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第３章 ストックマネジメントの基本事項 

３．３．４ 現地踏査（遠隔目視） 

 事前調査で得られた情報を参考とし、遠隔目視により現地踏査を行うとともに、現地

調査（近接目視、定量的な測定など）を行う調査地点、調査項目等を決定する。現地踏

査には、日常管理を通じて平常時の状況を熟知する施設管理者（土地改良区等）と同行

することが望ましい。 

 

【解説】 

・ 現地踏査では、対象施設全体の劣化状況を概括的に把握するとともに、その主な要

因を推定し、調査地点と調査項目を決定する。 

 

・ 現地踏査は遠隔目視を中心とした手法により実施する必要があること、また踏査結

果により、その後の調査方法の基本事項（調査単位、地点、想定される劣化要因等）

や調査に要するコストがおおむね決まってくることから、専門的知見を有した技術者

が主体となって行うことが望ましい。 

 

・ 調査単位（１つのロットとしてとらえる単位）は、広域にわたる施設群の整備構想

を策定する場合、また事業実施のための計画策定を行う場合等、目的とする行為に必

要な精度が得られる範囲でこれを設定する。 

 

・ 調査地点は、調査単位の施設の代表となる地点を適切に選定する必要がある。この

調査地点は、その後の劣化の進行を観測するための定点とする。なお、局所的に劣化

の激しい部分がある場合は、これも調査に含め、局所対策の要否について検討するな

どの対応を行う。 

 

・ 調査項目は、性能指標を把握するために必要な項目を設定する。 

 

 

 

 

 25



第３章 ストックマネジメントの基本事項 

３．３．５ 現地調査（近接目視と定量計測） 

事前調査、現地踏査による情報を踏まえ、調査の目的に応じ、調査施設の種類や重要

度等を勘案して、調査項目、調査単位を、調査の効率性を考慮して設定し、近接目視と

定量計測による現地調査を行う。 

 

【解説】 

・ 調査項目は、表４－４に掲げる項目を必須とし、事前調査や現地踏査の結果を踏ま

え、必要に応じて劣化状況や主要な劣化要因等を特定するために必要な指標を追加す

る。現地調査は調査票及び図面への記入と写真記録により行う。 

  

・ 調査単位は、施設の種類や重要度、劣化の進行度合いや劣化が著しい部分の分布状

況を踏まえて総合的に判断し設定する必要がある。調査単位を小さく取ると調査精度

が上がる一方、調査時間やコストがかかるため、広域の施設群の機能保全計画を検討

する段階では、頭首工、ポンプ場等の点的施設は施設毎とするが、水路については概

ね主要な分水工の区間毎とするなど、機能診断調査に求められる精度を勘案して設定

する。 

 

・ 施設の機能診断調査は、個々の地区の最適な整備計画作成のために実施するという

目的のほか、施設の劣化予測の精度を今後高めていくためのデータ蓄積という目的が

ある。このため、全国的な比較や他地区の事例の参考利用が出来るよう、調査項目は、

共通する部分と独自に取り組む部分を分けて設定する必要がある。 

 

・ 調査単位を代表する調査地点については、過去に施設の機能診断調査が実施されて

いる場合には、調査の効率性を確保するとともに、経年変化を分析できるようにする

ため、当該調査地点を極力活用するようにする。また、新規の調査にあっては、中長

期の劣化を継続的に調査することとなるため、「定点」となる調査地点を設定する。 
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第３章 ストックマネジメントの基本事項 

３．３．６ 調査頻度 
 機能診断調査を行う頻度は、施設の劣化状況と劣化に伴う著しい施設性能の低下が発

生した場合の影響の大きさから、総合的に設定する必要がある。また、劣化があまり進

展していない施設であっても、将来の劣化を予測するために一定期間毎の調査を行うこ

とが必要である。 
 
【解説】 
・ 調査頻度は、対象施設の劣化状況と劣化に伴う偶発的な事故が発生した場合の影響

の大きさから総合的に判断する必要がある。また、劣化があまり進行していない施設

であっても、将来の劣化を予測するために一定期間毎に調査を行うことが必要である。 

 

・ 施設の劣化に伴う著しい施設の性能低下や偶発的な事故により、農業や周辺環境へ

どのような影響があるのか、その影響がどの程度までなら許容できるのか、回復の難

易度や所要時間といった視点で検討を行い、調査に要する経費との関連も含めて適切

に調査頻度を設定する必要がある。 
 
・ 劣化による偶発的な事故によるリスクが小さい場合であっても、当該施設が今後ど

のような劣化過程をたどるのかを観察し予測するため、定期的な機能診断を実施する

必要がある。 
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＜参考＞ 
【表３－２ 劣化状況とリスクに着目した調査頻度の設定例】 

大 中 小  

 

 

 

    
       重要度 

  
 

健全度（劣化度） 
(注1) 

受益面積

1,000ha 
以上 

災害発生

の可能性

が大きい

施設(注2)

受益面積 

200ha～ 
1,000ha

災害発生の

可能性があ

る施設 
(注3) 

受益面積 
200ha未満 
 

復旧や応急措

置が困難な施

設(トンネルや

特に立地条件

が悪い施設等） 

 

１年 

 

２年 

主にリ

スク管

理の観

点 

大 

(健全度

指標S-1
) 

 

その他 ３年 

 

１年 

３年 

 

１年 

 

３年 

 

 

 中(  〃 S-2) ３年 ３年 ５年 

 小(  〃 S-3) ５年 ５年 ５年 

主にＬ

ＣＣ管

理の観

点 
その他(〃S-4,5) １０年 １０年 １０年 

 

（注１）健全度指標 S-5の施設については、施設管理者から施設の変状拡大等の情報が
あった場合に、随時、現地踏査を実施する。 

（注２）万一、施設が崩壊した場合、人命に関わったり、非農業部門へ相当程度の影響

を及ぼす恐れがあるもの。 

（注３）               〃             、非農業部門への影響を及ぼす
恐れがあるもの。 

 

※ 上記の年数は、標準劣化曲線から見た S-4→S-3 の期間（約２０年）、S-3→S-2
の期間(約１０年）、S-2→S-1の期間（６～７年）から、その１／２程度を基本と
しつつ、S-1に達した施設については、リスク管理の観点から頻度を上げて設定。 
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第３章 ストックマネジメントの基本事項 

３．４ 性能の劣化予測と対策工法の検討 

 

３．４．１ 診断結果のグルーピング 

 対策の要否や対策工法の比較検討等を効率的に行うため、施設の種類、構造、主な劣

化の要因、劣化の程度等により同一の検討を行うことが可能な施設群に分類し、グルー

ピングを行う。 

 

【解説】 

・ グルーピングは、技術的に適用可能な対策工法が同様の選択肢になることを念頭に

置いて行う必要があり、劣化要因やその後の劣化進行に影響すると思われる立地条件

等を十分踏まえて行う必要がある。 

 

・ 施設の構造や立地条件等に応じて細かなグルーピングとすれば、より精度の高い検

討になる一方、検討作業の量が膨大になる。このため、広範囲の施設系を対象とした

検討では、求められる検討精度と検討作業とを勘案し、施設種類、施設健全度と劣化

要因を基本としつつ、その他の条件については必要に応じ考慮するなど、ある程度大

くくりなグルーピングとすることが効率的である。 

 

・ なお、農業水利施設は、水利系統単位で農業用水の供給という目的を達成するもの

であることから、取水施設又は分水工からの水利系統を意識してグルーピングを行う

ことが望ましい。 
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第３章 ストックマネジメントの基本事項 

 
【図３－６ グルーピングの例】 

 （施設単位でのグルーピングの例） 

Ａ幹線水路表面ひび割れ

（

剥離・剥落

（

  
S-3） S-2） 

FRPM板接着   工法による補強表面被覆工法による補修

 （複数施設におけるグルーピングの例） 

Ｂ地区

Ｄ幹線水路 

Ｅ幹線水路

Ｃ頭首工 

表面ひび割れＳ-4

表面被覆工法による補修 

剥離・剥落 

S-2 

FRPM  
による補強

板接着工法  
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３．４．２ 劣化予測の手法 

 劣化の将来予測は、劣化の要因が明らかであり、その予測手法が確立されている場合

は、経験式などの手法を用いて行う。経験式などの手法が確立されていない場合や複合

的な要因で特定の劣化要因が不明である場合は、標準的な劣化曲線を設定し、これを機

能診断による実測で補正することにより行う。 

 

【解説】 

・ 鉄筋コンクリートの中性化、塩害については、経験的な予測式が確立されており、

これを用いて劣化予測を行う。（「農業水利施設のコンクリート構造物調査・評価・対

策工法選定マニュアル」参照） 

 

・ しかしながら、農業水利施設の劣化は、劣化要因を特定できても予測手法が未確立

であったり、複合的な要因による場合が多いことから、標準的な劣化曲線を設定し、

これを機能診断の実測値により補正する手法により、劣化予測を行う。（図３－７） 

 

・ 標準的な劣化曲線は、今後、継続的な施設診断結果のデータ蓄積に伴い精度の高い

ものを設定していくことを考えている。なお、この手引きでは、広域基盤整備計画調

査でのコンクリート構造物（鉄筋コンクリート開水路の例）の診断結果を用いて劣化

曲線を設定している。 

 

・ また、地域の環境条件や構造物の種類・重要度等を踏まえ、当該施設の劣化状況に

関するこれまでの情報や、新たにフィールドデータを継続的に収集・蓄積し、物理的

劣化メカニズムを考慮することにより劣化予測を行う方法等も検討する必要がある。 

 

健
全
度

機能診断

標準劣化曲線 

 

 

補正後の劣化曲線

→ 時間経過

Ｓ－５

Ｓ－４

Ｓ－３

Ｓ－２

Ｓ－１

管理水準

機能診断での評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３－７ 劣化予測式の補正概念】 
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第３章 ストックマネジメントの基本事項 

３．４．３ 対策工法の検討 

 グルーピングされた施設群毎に劣化予測の結果を踏まえ、対策の要否、対策工法とそ

の実施時期の組合せ（以下「シナリオ」という。）を検討する。 

個々の施設の変状に対して技術的に適用可能な対策は、対策の実施時期と対策工法の

組み合わせにより様々な組み合わせが存在する。このため、機能診断結果に基づく施設

の劣化予測を踏まえ、技術的・経済的に妥当であると考えられる対策の組み合わせを、

検討のシナリオとして複数仮定する。 

 

【解説】 

・ 一般的には、劣化が進展していない時期ほど対策工法の選択肢は多い。しかし、劣

化の初期段階で簡易な工法により施設の耐用期間を延長することが必ずしも経済的

になるとは限らないことに留意が必要であり、これについては、LCC 比較を行って妥

当性を検討する。 

 

・ 劣化の進行状態と対策工法は、工法の選択肢と経費の多寡から、一般的に以下のよ

うな傾向にある。 

① S-4～S-3 の段階 

補修(例えば、水路躯体の強度は十分だが、粗度低下に対処するため表面処

理を実施)などの対策工法の選択肢が多く、比較的簡易な対策が可能な段階。 

② S-2 の段階 

補強(例えば、水路の壁面が傾倒する段階ではないが、躯体強度が低下して

いるため補強処理を実施)などの躯体の力学的強度を改善する必要があり、比

較的選択肢が少なく経費も安価でない対策が必要となる段階。 

③ S-1 の段階 

性能指標が管理水準に近づき、例えば、水路壁面の倒壊等が起きるリスクが

増加し、通水機能が著しく低下するなど、改築により対処するしかない段階。 

 

・ このような傾向を考慮し、グルーピングした個々のグループ毎に、それぞれの段階

で技術的、経済的に妥当と思われる対策工法を仮定し、シナリオを仮定していくプロ

セスを踏む。 

 

・ 対策工法の組み合わせを検討する場合、以下のような点に留意する必要がある。 

① 一定期間監視を行った後に対策を実施する場合には、その間に増加する部分

的な補修等に要する経費についても考慮する。 

② 採用する工法によっては、大規模な仮設が必要な場合もあることから、単な

る工法の単価のみならず、可能な限り実際の発注単価に近い経費を想定する。 

③ 耐用期間が短い補修を繰り返すようなシナリオの場合など、検討期間中に複

数の対策を実施する場合には、２回目以降の対策工事が１回目に採用する工法

との関係で技術的に適用できないといった問題が無いかどうか、確認を要する。 
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第３章 ストックマネジメントの基本事項 

 

・ 対策工法の検討手順の概要を以下に示す。 

（グループ毎に）詳細な対策の検討が必要か 
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＊：検討対象期間は、「３．６ ライフサイクルコストと経済比較（ｐ42）参照」 

【図３－８ 対策工法検討の流れ】 

 

 

 ①詳細な検討の必要性の判断 

 対象とする施設グループのうち、機能診断結果が健全度 S-3 以下であるものにつ

いては、劣化予測を含む詳細な検討を行うこととし、S-4 以上であるものについて

は、当分の間は対策の必要がなく、既存施設を現況のまま利用するものとする。 

 

 ②詳細な検討が必要なグループの検討 

 （対策工法の検討） 

ア 対策検討の単位であるグループ毎に、技術的な妥当性が見込まれる複数の対策

工法とその実施時期、当該対策工法により期待される耐用期間を決定する。 

  イ 対策工法により期待される耐用期間は、実績がある工法の場合、参考資料編の

「コンクリート補修・補強等工法別費用・耐用年数等一覧表」から引用し、新

技術などの場合にはメーカーからの聴き取りを基礎としつつ、専門家の意見等

も踏まえながら総合的に判断する。 

 

 （シナリオの作成） 

ウ 当該工法の耐用期間が検討対象期間を下回る場合、対策を行った施設が耐用期

間に到達した時に再度実施する対策も想定し、検討対象期間中に実施するすべ

ての対策を仮定する。 

 

 

（比較期間中の対策シナリオの検討） 
・対策の耐用期間を設定 
・検討対象期間＊中に実施する全ての対策

を設定 
・複数のシナリオを作成 

次期の機能診断の時期を設定 

はい(S-3,2,1) いいえ(S-4,5) 

劣化予測 

比較チャートを作成し、比較検討 



第３章 ストックマネジメントの基本事項 

③当面の対策が必要でない施設グループについての検討 

ア 次期の機能診断の実施時期の設定 

対策検討の単位であるグループ毎に、劣化予測の結果から得られた S-3 評価ま

での期間から、次期の機能診断の実施時期を設定する。 

 

  イ 対策が必要となる時期の想定と対策方法等の検討 

α：S-3 評価までの期間（補修などの選択肢が多く、安価な対策が有効な期間） 

β：S-2 評価までの期間（補強を伴う対策が有効な期間）  

γ：S-1 評価までの期間（更新が必要となるまでの期間） 

のそれぞれのケースについて、上記②のイ、ウと同様に、どのような対策工法を

実施するかを検討する。 

   

 なお、広域にわたる施設群の整備構想を策定する概略的な調査計画の段階では、

当面の対策が必要でない施設群についての対策工法等の検討は、参考情報となる。 

 早期対策が必要な施設群について事業実施に向けた詳細調査を行う段階では、

当面の対策が必要でない施設群についても、次期の機能診断等においてより精度

の高い検討を行う必要がある。 

 

 

健
全
度

時間経過（機能診断）

シナリオⅠ シナリオⅡ シナリオⅢ

劣化による
性能低下

対策工事によ
る性能向上

0

S-1

S-2

S-3

S-4

管理水準

B(補強)

C(補修)

D

β

γ

α

S-5

検討対象期間

A(更新)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図３－９ 複数シナリオによる性能管理の比較】 
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 ④対策工事の同期化 

  上記までの検討では、対策工事を実施すべき時期が分散する場合があるため、実際

の事業化や工事の発注の実態を考慮し、個々の対策実施時期をずらす同期化について

検討する。 

  同期化の検討に当たっては、対策の実施効率やリスク管理等の観点から、対策の緊

急性や工期、対策実施箇所のまとまり、施設管理者の意向等を勘案する。また、この

同期化により、仮定した対策シナリオに問題が生じないか、確認する必要がある。 
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【図３－１０ 対策工事の同期化の例】 
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３．４．４ 対策工法の現地適応性の検証 

 対策工法の立案と選定に当たっては、施工性、周辺環境への影響、対策後の維持管

理等を考慮し、現地での適応性について十分検証しておく必要がある。 

 

【解説】 

・ 現地の状況と対策工法の組合せによっては、通水断面が確保できないなどの問題が

生じる場合があるので、留意が必要である。 

 

・ 対策工法の立案と選定に当たっては、劣化要因や変状に対応した工法を選定した上

で、現地での施工性、対策工事施工中及び対策後の周辺環境への影響、対策後の維持

管理のしやすさ等を考慮し、事前に現地での適応性について十分検証しておく必要が

ある。 

○施工性・・・・工事中の通水条件、地下水位条件、用地上の制約、実施時期（寒

中施工、暑中施工）や工期の制約など 

○周辺環境への影響・・・工事施工中の粉塵・騒音や廃棄物の発生、対策後の生態

系への影響や周辺景観との調和など 

○維持管理・・・維持管理作業の頻度、難易度、費用など 
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３．５ 環境との調和への配慮 

 

３．５．１ 環境との調和への配慮の考え方 

 農業水利施設の機能保全のための対策工法の立案と選択は、通水、配水等の本来機能

を保全するための対策費用を比較するだけでなく、施設が生み出している生態系等の環

境に対する、工事や選択する工法による影響、対策工法で生じる環境負荷の程度等につ

いても総合的に勘案することが必要である。 
 

【解説】 

 ・ 農業水利施設の機能保全対策を比較検討する際、通水、配水等の本来の機能の保
全に係る機能保全コストのみで評価すると、施設が生み出している多面的機能であ

る生態系等の環境性能の低下を生じる恐れがある。 

    環境に対する影響を経済比較に取り入れることは困難な場合が多いことから、機
能保全対策の比較検討・選択を行う際には、少なくとも対策の実施や対策工法の選

択によって生態系等の環境や景観に対して、どのような影響があるかについての考

慮が必要である。 

    また、選択した対策工法によっては、工事時又は次期の対策実施時に環境負荷の
大きい建設廃材等の発生量が大幅に異なる場合もあるため、これについての考慮も

重要である。 

 

 ・ 機能保全対策の実施によって新たな環境の創出を行う場合には、それに要する追
加的費用や維持管理負担が生じることがある。このため、保全対策の選択に当たっ

ては、農業生産面、維持管理面、経済性、景観面等から十分な比較検討を行い、農

業生産と環境保全が両立するよう配慮することが必要である。 

 

 



第３章 ストックマネジメントの基本事項 

 38

３．５．２ 現況調査と影響評価に基づく対策の検討 
 機能保全計画を策定するに当たっては、通常の事業実施の場合と同様に、「環境との

調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の技術指針」(H18.3.6)に則して、施設
に関わる環境の現況調査、対策工事の影響の予測、環境配慮のための対策の検討等を実

施する必要がある。 
 
【解説】 

・ 農業農村整備事業の実施に当たっては、環境との調和への配慮を行うことが原則と

なっており、このための調査、影響評価、対策検討や計画、設計を適切に行うため、

「環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設計の技術指針」（H18.3.6）
が制定されている。 

   農業水利施設の機能保全対策を実施するに当たっても、この指針に基づいた対応
を取る必要があり、専門家の意見を聞きながら適切な対応について検討することが

必要である。 

 

・ 機能保全対策が必要となる施設は、造成後数十年を経過しているものが多く、その

施設の環境に応じた生態系や景観が定着しているのが一般的である。このため、保

全対策に係る工事によって環境が攪乱され、現状の環境に大きな影響が生じる恐れ

がある。 

 
・ 例えば、コンクリート３面張りの水路であっても、経年的に土砂の堆積や植生の定

着があり、一定の生息環境や移動ネットワークを構成してそれに応じた生態系が形

成されている場合がある。このような施設に対して、水路の粗度を改善するための

最も経済的な対策としてコーティング工事を相当区間にわたって行う場合、環境に

著しい影響が生じることがあるので留意が必要である。 

 

・ また、施設の劣化に応じた保全対策は部分的な工事となることも多く、全面的な工

事と比べて環境への影響が軽減される場合もある。施設機能保全の観点からの部分

工事と、生態系のネットワークの視点からみた順次工事のあり方とは全く異なるた

め、環境への影響の面から対策の実施方法を検討することが重要である。 
 

・ 例えば、部分的な補修工事であっても、工事実施のために全線にわたって相当期間、

通水を遮断すれば、水生生物の生態系に決定的な影響があり、その後、当該工事部

分だけでなく生態系ネットワークの範囲にわたって大きな影響が及ぶ場合がある。

特に、冬期間も一定の通水がある区間においては、これに応じた生態系が形成され

ている場合があり、注意が必要である。 

   工事によって部分的な影響が及ぶことは不可避であるが、決定的な影響とならず、
工事完了後の回復が見込めるような対応について配慮することが重要である。 
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３．５．３ 環境の修復、改善の視点  
機能保全対策の計画策定に当たっては、かつて行われた現況施設の整備の際に、生態

系への影響や景観の質の低下等が生じていたことが考えられるため、予め現況の施設構

造を前提とするのではなく、環境の修復、改善の可能性についても考慮することが重要

である。 
 
【解説】 

 ・ かつて現況の農業水利施設の整備が行われた際、環境への調和についての検討が
なされず、生物のネットワークが消失する等の生態系への影響が生じていたことも

考えられる。また、景観への配慮も十分行われなかったことも想定される。 

   一方、近年では、農業水利施設の持つ環境、景観等の多面的機能への関心が高ま
ってきており、施設周辺の混住化も進展していることから、農業水利施設について

より良い環境形成への配慮の要請が高まってきている地域も少なくない。 

   このため、既存施設の機能保全対策の検討に際しては、予め現況施設の構造を前
提とするのではなく、保全対策の中で生態系ネットワークの回復や生息環境の改善、

より良い景観の形成などの可能性についても、地域住民や施設管理者の意見を十分

聞いて考慮することが重要である。 

 

 ・ 環境改善を図る場合には、単に新たな生態系等の環境を創造しようとするのでは
なく、地域の基本的な環境に応じたものとなるよう、かつて存在した生態系や周辺

の生態系の現況を十分調査した上で、その修復を図るようにすることも考慮するこ

とが必要である。 

 

 ・ このような環境修復や改善の取組を行うには、地域住民の意向を十分把握し、地
域に根付いたものとすることが重要である。新たに環境創出や改善を行う場合には、

これに伴う維持管理活動を地域主体で安定的に行っていくことができるよう、環境

保全活動グループとの連携や一般住民を巻き込んだワークショップ等の活用も有効

である。 
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３．６ ライフサイクルコストと経済比較 

 

３．６．１ ライフサイクルコストと機能保全コスト 

 ストックマネジメントは、施設の建設に要する経費のみならず、供用期間中の維持保

全コストや、廃棄にかかる経費に至るまでのすべての経費の総額（ライフサイクルコス

ト）を低減することを目指している。この手引きにおいては、既存の施設があることを

念頭に置いているため、施設の保全対策等の事業の着手時から一定期間において、施設

機能を保全するために要するすべての経費（以下「機能保全コスト」という。）につい

て、比較検討を行う。 

 

【解説】 

・ 農業水利施設の場合、通常、その機能を永続的に確保することを前提としているこ

とから、ライフサイクルをいつからいつまでとするべきか判断が難しい。また、この

手引きで対象とするのは、現存する施設であることから、当該施設の建設等に要した

過年度のコストは、今後の対策工法の検討について大きな意味を持たない。 

 

・ このため、建設から廃棄までのコストという厳密な意味でのＬＣＣを算定し比較す

ることは必ずしも合理的ではないことから、一定の期間を定めて、その間に施設機能

を一定の範囲に管理するためのコストである「機能保全コスト」を比較検討すること

とする。 

 

・ 換言すれば、ＬＣＣのうち、検討対象期間以前に発生している建設コストや補修・

補強対策コスト、検討対象期間終了後に発生するコストなどを控除したものが、検討

対象期間に係る「機能保全コスト」となる。 

 

・ 機能保全コストは、対策工法の検討により作成されたシナリオについて算定し、経

済比較を行う。具体的には、以下の通りである。 

 

  ア シナリオ毎に、支出年度毎のそれぞれの対策工法に要する経費を社会的割引率

により現在価値に換算し、当該価格を整理する。 

 

  イ 通常必要となる維持管理経費（オペレーションのための人件費や管理の範疇の

軽微な補修経費、電気料金、油脂料金等）について、当該費用を整理する。なお、

すべてのシナリオにおいて維持管理経費に大きな差が生じない場合には、これを

省略しても差し支えない。 

   

ウ 検討対象期間の最終年度における既存施設の残存価値を減価償却の考え方に

より算定し、これを控除することにより、機能保全コストを求める。 

 

 

 



第３章 ストックマネジメントの基本事項 

0

10,0

 41

 
 

【図３－１１  機能保全コストの比較】 
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３．６．２ 検討の対象期間 

 機能保全コストの検討対象期間は、調査計画の目的により任意に定めることとし、国

営土地改良事業や国庫補助事業として実施する事業計画を策定する場合には、検討の対

象とする期間は、着工予定年から４０年間とすることを原則とする。 

 

【解説】 

・ 機能保全コストがより小さくなる対策工法の組合せを検討するための期間について

は、長期とすると不確定の要素による影響が支配的となり、かつ社会的割引率により

対策の選択肢の相違による結果が与える影響は小さくなる。このため、公共事業の多

くで４０～６０年の期間を用いていること、土地改良事業の経済効果算定が「建設期

間＋４０年」とされていることを踏まえ、検討の対象期間は４０年を基本とする。な

お、建設期間が明らかな場合には、４０年に建設期間を加えた年数とする。 

 

・ また、適切な補修・補強等の実施により既存施設の有効活用を図りつつ、機能の継

続的な確保を図ろうとするものであるため、「新設～廃棄」までの概念が必ずしも明

確でなくなることからも、評価の対象とする期間を一定に決めることが必要となる。 
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【図３－１２ 機能保全計画の検討対象期間】 

 

 

新設 廃棄（更新）

ライフサイクルコスト算定の対象期間 

機能保全コスト算定の対象期間 

検討対象期間 

機能診断 

新設 

ライフサイクルコスト算定の対象期間 

機能保全コスト算定の対象期間 
更新 

機能診断 

検討対象期間 



第３章 ストックマネジメントの基本事項 

 43

３．６．３ 機能保全コストの対象となる経費 

 機能保全コストは、検討の目的に応じて定めた対象期間について、その間に発生する

コストの総額から、期間終了時の残存価値を控除し、現在価値に換算して算定する。 

 

【解説】 

・ 機能保全コストは、機能診断調査以降に発生する以下の経費について計上する。 

  （当面要する経費） 

 ①調査、計画、設計に要する費用（調査費） 

 ②工事の実施に要する費用（事業費） 

（将来的に必要となる経費） 

 ③維持管理費（運転経費、維持管理の範疇の補修経費） 

 ④更新整備や予防保全対策に要する経費 

  （検討対象期間終了時） 

    ⑤当該施設の残存価値 

 

・ 比較対象となるそれぞれのシナリオにおいて、維持管理に要する経費に大きな差が

見込まれない場合には、機能保全コストにこれを含めないで検討することは差し支え

ない。 

 

・ なお、総費用総効果方式による費用対効果分析においては、維持管理経費につ

いて「維持管理費節減効果」として、費用ではなく効果の項目に計上することと

なっているため、「総費用」に含まないこととしていることに留意が必要である。 
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３．６．４ 将来に発生する経費の現在価値化（社会的割引率の適用） 

 将来の費用については、これを現在価値に換算し、算定に用いる社会的割引率は、特

別の事情がない限り年４％を適用する。 

 

【解説】 

・ 社会的割引率はＬＣＣや機能保全コストの算定に大きく影響する。特段の事情がな

い場合には、４％を適用する。 

＜参考＞ 

費用対効果分析の前提となる社会的割引率等の指標等の前提条件につ

いては、関係行政機関においてその妥当性について検証し、各事業間で

整合性を確保することとなっている。このため、公共事業の分野ではす

べて４％が適用されている。(H19.3 現在) 

 

 

       現在価値＝t年の実際の費用×t年次の割引係数 

       ｔ年次の割引係数＝１／(１＋社会的割引率）t 

 

【表３－３ 割引率４．０％における割引係数(discount factor)】 

年

数 
割引係数 

年

数 
割引係数

年

数 
割引係数

年

数 
割引係数 

0 1.00000 20 0.45639 40 0.20829 60 0.09506 

1 0.96154 21 0.43883 41 0.20028 61 0.09140 

2 0.92456 22 0.42196 42 0.19257 62 0.08789 

3 0.88900 23 0.40573 43 0.18517 63 0.08451 

4 0.85480 24 0.39012 44 0.17805 64 0.08126 

5 0.82193 25 0.37512 45 0.17120 65 0.07813 

6 0.79031 26 0.36069 46 0.16461 66 0.07513 

7 0.75992 27 0.34682 47 0.15828 67 0.07224 

8 0.73069 28 0.33348 48 0.15219 68 0.06946 

9 0.70259 29 0.32065 49 0.14634 69 0.06679 

10 0.67556 30 0.30832 50 0.14071 70 0.06422 

11 0.64958 31 0.29646 51 0.13530 71 0.06175 

12 0.62460 32 0.28506 52 0.13010 72 0.05937 

13 0.60057 33 0.27409 53 0.12509 73 0.05709 

14 0.57748 34 0.26355 54 0.12028 74 0.05490 

15 0.55526 35 0.25342 55 0.11566 75 0.05278 

16 0.53391 36 0.24367 56 0.11121 76 0.05075 

17 0.51337 37 0.23430 57 0.10693 77 0.04880 

18 0.49363 38 0.22529 58 0.10282 78 0.04692 

19 0.47464 39 0.21662 59 0.09886 79 0.04512 
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３．６．５ 残存価値 

 検討対象期間に係る機能保全コストを比較する場合、検討期間終了時点において

当該施設に残存価値が存在する場合には、これを控除して比較を行う。 

 

【解説】 

・ 比較対象とする機能保全コストは、検討対象期間にかかる総費用（建設費、維持管

理費、中間の補修・補強等すべての経費）に、４０年後の残存価値を控除して求める。 
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Ｂ
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全体残存価値＝B-B×20／40 

◎ 新設事業残存価値 
・標準耐用年数＞供用年数の場合 

新設事業残存価値＝新設事業費－新設事業費×供用年数／標準耐用年数 
・標準耐用年数≦供用年数の場合 

新設事業残存価値＝０ 
◎ 補修・補強対策残存価値（補修・補強により供用年数が延伸されるものに限る） 
・耐用年数＞供用年数の場合 
 補修・補強対策残存価値＝補修・補強対策費－補修・補強対策費×供用年数／標準耐用年数 
・耐用年数≦供用年数の場合 
 補修・補強対策残存価値＝０ 

◎ 全体残存価値＝新設事業残存価値＋Σ補修・補強対策残存価値 

【図３－１３ 残存価値の算定】 
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    例）標準耐用年数４０年のコンクリート水路で、建設時点から３０年が経過し

た時点の残存価値は、 

建設費×（１－３０年／４０年） 

となり、これを社会的割引率で現在価に換算する。 
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～～ シナリオ設定と機能保全コスト比較の検討例 ～～ 

 

・ 主に摩耗と風化による劣化が進行している用水路について、機能診断に基づく劣化

予測をしたところ、 

α（補修が可能な期間）＝ ０年 

β（補強が可能な期間）＝ ５年 

γ（更新が必要な期間）＝１０年 

との結果が得られたとする。 

  

（対策工法の検討とシナリオ作成） 

技術的な視点から検討した当該水路に適用可能な対策工法の耐用期間とコストは、

それぞれ以下のとおり。 

 

対策工法 単 価 耐用期間 

補修（表面被覆） 

 コンクリートの構造強度は問題ないので、

風化と摩耗の進行を抑制するために、表面樹

脂塗装を行う 

98 千円／ｍ 20 年 

補強（接着工法） 

 ５年以上経過するとコンクリートの構造強

度に影響が生じるため、ＦＲＰパネルの貼り

付けによる補強工事を行う。 

186 千円／ｍ 30 年 

更新 

 １０年以上経過すると、コンクリートの構

造強度が極端に低下することから、補強対策

は困難になるため、全面的な更新を行う。 

372 千円／ｍ 40 年 

 

これらの条件から、検討のシナリオとして、以下の３つのケースを検討。 

 

・シナリオⅠ：補修を行い、その２０年後に補修を行うケース 

2008 補修（耐用期間２０年） 

2028 補修（耐用期間２０年） 

・シナリオⅡ：５年後に補強を行い、その３０年後に全面更新するケース 

2013 補強（耐用期間３０年） 

2043 更新（耐用期間４０年） 

・シナリオⅢ：１０年後に全面更新を行うケース 

 2018 更新（耐用期間４０年） 
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 このシナリオ毎の性能の経過をグラフに表せば、以下のとおりとなる。 

健
全
度

時間経過（機能診断）

シナリオⅠ

シナリオⅡ

シナリオⅢ

対策工事によ
る性能向上

S-1

S-3

S-4

管理水準
劣化による
性能低下

β

γ

α

S-5

S-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（比較チャートの作成） 

 上記までの検討経過を比較チャートに整理する。 

  ① シナリオ毎に、支出年度ごとのそれぞれの対策工法に要する経費を社会的割引

率（４％）により現在価値に換算する。 

 

  ② 検討対象期間の最終年度における施設の残存価値を減価償却の考え方により

算定する。 

 

③ 上記①から②を控除し、検討対象期間の機能保全コストとする。 
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単位：千円

対策工法 単価 現在価値 対策工法 単価 現在価値 対策工法 単価 現在価値

コスト累計 西暦（年）

・
・
・

2008 補修 9,800 9,800
・
・
・

2013 補強 18,600 15,300
・
・
・

2018 更新 37,200 25,100
・
・
・

2028 補修 9,800 4,500
・
・
・

2043 更新 37,200 9,400
・
・
・

①計 14,300 24,700 25,100

②残存価値
(2048年時点)

0 6,800 1,900

ＬＣＣ（①-②)
(2048年時点)

14,300 17,900 23,200

※水路１００m当たりのコストを計算

シナリオⅠ シナリオⅡ シナリオⅢ

 
 

  ※１ 実際に事業を実施する場合、事業を効率的に行うため、一定のまとまりを持

った工事を一度に扱う必要があるが、グループ毎に異なる劣化曲線に補正され

ること、また対策工法の組み合わせによっては、それぞれのシナリオ毎に対策

を取るべき時期がまちまちとなり、実態にそぐわないシナリオとなる場合があ

る。この場合は、対策実施時期をある程度束ねる操作（同期化）を行う必要が

生じる。 

 

  ※２ 初回の対策工法の耐用期間が経過した時点での２回目の対策工法を仮定す

るに当たっては、当該対策が技術的に可能であるかどうかを十分に検討してお

く必要がある。 

 

 

 

 

 49



第３章 ストックマネジメントの基本事項 

【参考】LCC 比較（機能保全コスト比較）におけるリスクの考慮 

 
（１）リスクとは 
・ ストックマネジメントにおいて、施設のリスクを加味すべきプロセスとしては、①

劣化の進行により発生する偶発的な事故を未然に防止しつつ、効率的な調査を実施す

る観点から、施設毎の調査頻度（調査の間隔）を設定するとき、②対策工法の妥当性

と経済性を判断する観点から、対策工法のシナリオと機能保全コストの比較を行うと

き、③対策実施の優先順位を判断する観点から、対策実施の緊急度の評価を行うとき、

の３つの場面がある。 

 
・ このうち、②については、地震に対する施設の安全性を設計に考慮する場合、その

経費についてＬＣＣ分析の中に位置づけて、比較検討を行うことが望ましい。 
 
 
（２）性能設計におけるリスク評価の手法 
・ リスクについては様々な定義があるが、JISQ2001 では「リスクは、事態の発生確
率とその結果の組み合わせ」と定義される。工学的には、リスクの大きさは発生確率

（事故率）と施設の重要度（損失額）で評価される。 
 
リスクＲ（期待損失）＝Σ[Ｐ発生確率（事故率）×Ｃ施設の重要度（損失額）] 

 

・ 農業水利施設の場合、施設の重要度は、農業面では、支配面積、農業への影響度、

復旧の難易性、代替策の有無及びその難易性等であり、直接的な農業以外の面では、

主に災害発生時に想定される被害の大きさ、すなわち集落や公共交通機関等との位置

関係等の立地条件、地域排水に関わる施設かどうかといった要素が重要となる。 

 

・ リスク（期待損失）は、地震や洪水などの災害の発生確率とそれがもたらす被害額

（施設の機能が発揮されず農業生産が停滞することによる被害額、施設が破損するこ

とで周辺環境に与える不利益額、復旧に要する費用など）を検討することで評価する。 

 

・ 前述のとおり、リスクは期待損失という金額で表現できることから、リスクを考慮

した場合の LCC は以下のとおりに表現できる。 

 

LCC ＝ Ci ＋ ΣCm ＋ Cr ＋ Risk 

 

 

Ci： 初期建設コスト 

ΣCm： 毎年の維持管理コストの総和 

Cr： 更新コスト（撤去費用、建替費用）

Risk： 災害等による期待損失 
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【図３－１４ 地震の加速度と被害等の関係】 

 

・ 一般に、初期建設費や維持管理費の異なる複数案があった場合に、リスク損失額と対

策費用には、トレードオフの関係が成立する。例えば、地震リスクを考えた場合、耐震

性能を向上させると対策費用を要するが、地震による期待損失額が小さくなる。地震リ

スクを考慮した場合のＬＣＣ比較のイメージを図３－１５に示す。レベル１対応案は、

従前構造案に比較して通常のＬＣＣは高いが、地震リスクが軽減していることで、地震

リスクを考慮した場合のＬＣＣが最安価となっている。 

 

最大加速度a 

年
超
過
発
生
確
率P(a) 

損
傷
発
生
確
率pi(a) 

最大加速度a 

損
失
額C

i(a) 

年
超
過
発
生
確
率P(a) 

損傷リスクRd=pi(a)Ci(a) 

b）地震損傷曲線 

a）地震ハザード曲線 d）地震リスク曲線 

c）地震ロス曲線 

ある地震によってどの程度

の破壊損傷が生じるのか？ 

どれくらいの地震が起

こりうるのか？

年間で地震によるリス

クはどの程度か？

最大加速度a 

ある地震によってどの程度

の被害額が生じるのか？
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【図３－１５ 地震リスクを考慮した LCC】 

 

 

（３）ストックマネジメントにおける高度なリスクマネジメント 

 

上記（１）で掲げたリスクの他に、ストックマネジメントには、劣化予測の精度や

対策工法の耐用期間の誤差など、未来の不確実性に対するリスクも存在する。本来で

あれば、将来の予測を行った結論に至る可能性や、予測が誤っていた場合の次善策な

どについても数値化し、仮に予測がはずれても大きな損失とならないようなリスク管

理が求められる。 

 

しかしながら、現状においてこれを的確に評価し、多数の選択肢（オプション）の

中から最適なものを選択するプロセスを確立することは困難なため、現地での実践や

データの蓄積を待って、改めて検討する将来の課題と現状では整理する。 
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３．７ 最適な整備計画の策定と合意形成 

 機能保全コストの比較により算定された最適なシナリオを基本としながら、関係者

（土地改良区、関係行政機関等）の意向や意見を踏まえるプロセスを経て、整備計画を

策定する必要がある。 

 

【解説】 

・ 対策を実施するための複数の工法について、機能保全コスト比較に基づく経済性評

価に加え、工法の適用条件、技術的信頼性、施設管理者の意見等を総合的に勘案し、

最適工法を選定する。 

 

・ 関係機関等との調整プロセスにおいて、想定してきたシナリオ以外の手法の検討が

必要と判断される場合には、シナリオ設定の段階からのプロセスを再度行う。 
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３．８ 情報の保存・蓄積・活用 

 施設の劣化予測の高度化など、適切な対策工法を検討するためには、過去の機能診断

調査や補修の履歴情報が必要となる。このため、施設毎に履歴を整備するデータベース

の構築を図ることが重要である。 

 

【解説】 

・ ストックマネジメントの導入に当たっては、点検結果やモニタリング結果等の随時

参照可能なフィールドデータが不可欠な情報となる。点検においては、目視や非破壊

検査によって構造物の変状や性能の変化をよく観察し、継続的かつ客観的に把握して

おくことが必要であり、このことが適切な機能診断の基礎データとなる。しかしなが

ら、これらの基盤情報は十分に整備されていない場合や、データが紙媒体で保存され

ていることも多く、情報の引出し・加工・分析に時間を要し、情報の紛失や死蔵化さ

れている事例もみられる。 

 

・ このため、構造物諸元、日常・定期・臨時等の経年的な点検・検査結果、劣化予測

結果、補修履歴等に関するデータベースを整備するとともに、これらを随時容易に更

新、検索、編集できる支援システムの構築が重要である。 
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【図３－１６ ストックマネジメントの流れとデータベース】 
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第４章 鉄筋コンクリート構造物における適用 

 

 構造材料としての鉄筋コンクリートは、農業水利施設の中で最も多用されている材料

である。鉄筋コンクリートの劣化は様々な要因があり、劣化の進行も施設毎に異なる。

しかし、いずれの場合も鉄筋の腐食により劣化が急速に進展する共通の性質を持ってい

ること、鉄筋の腐食とひび割れには相互に因果関係があることから、調査・評価、劣化

予測、対策工法の検討においては、これらの特質に着目することが重要である。 

化学的作用 

物理的作用 

錆び 

ひび割れ 剥離 

付着力低下、

鉄筋断面損傷 

鉄筋の腐食 

コンクリートの劣化

・塩害

・中性化

 

 
【図４－１ 鉄筋コンクリート構造物の劣化メカニズム】 

 

鉄筋コンクリートの主要な劣化プロセスは、図４－１のとおりである。農業水利施設

この章では、鉄筋コンクリート構造物、特に３面張りのコンクリート用水路を念頭に、

 

の特徴は、乾燥収縮・温度応力によるひび割れと、寒冷地における凍結融解が主要な劣

化要因となっていることである。塩害やアルカリ骨材反応が発生しているものは、一部

の地域に限られている。また、中性化に伴う鉄筋の腐食が問題となる事例はほとんど無

い。 

 

 

ストックマネジメントの実際に即して解説する。 

 

 

構
造
物
耐
力
低
下 

 
 

 ・アルカリ骨材反応

外力 

乾燥収縮・温度応力

凍結融解 
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４．１ 機能診断調査 

 鉄筋コンクリートの機能診断は、その劣化の特性を踏まえて合理的に行う必要があ

る。 

 

【解説】 

・ 施設の劣化の状態や要因は様々であるが、施設の設計段階の情報や補修履歴、施設

管理者による日常管理から得られる情報、海岸からの距離や冬季の気温などから、劣

化要因がある程度想定できる。（表４－１） 

 

・ 劣化に影響を与える環境の地域特性や過去の補修履歴、施設管理者からの情報など

に基づき、調査の重点や留意すべき事項を整理して効果的・効率的な現地踏査の計画

を策定するとともに、調査事項に漏れが生じたりしないよう留意する。表４－３に開

水路における日常点検の問診票を例示する。また、鉄筋コンクリート構造物に関する

共通の調査事項を表４－４に示す。 

 

・ 定期診断の間隔を合理的に定めるためには、施設毎の劣化要因を想定し、その劣化

の進行速度から定めることが必要となる。しかし、主要な劣化要因を特定することは

困難な場合が多く、また調査体制や調査費用の制約もあることから、鉄筋コンクリー

ト構造物の場合、一般的には３～５年間隔で行うことが望ましい。 
 
・ 鉄筋コンクリートの場合、鉄筋の腐食段階から劣化が急速に進展するなど、一定期

間を経過した後に劣化が加速するものが多い。このため、一般的には劣化が進展して

いるものほど、機能診断調査の間隔は短くする必要がある。 
 

 56



第４章 鉄筋コンクリート構造物における適用 

 

 

【表４－１ 施設が置かれた環境と劣化要因との関連性（劣化要因判定表）】 

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1

3 3

4 4

1 2 1

1 1 2

2 2

2 2

2 2

1 2

1 1

1

2 2

5

4

2

2

2

1 1 1

1 1 1 1

1

①自動車荷重（直接） 3

②自動車以外の荷重 1

3

1

3

3

1978年以降
施工の場合
は評価点を
1/2にする

1986年以降
施工の場合
は評価点を
1/2にする

1986年以降
施工の場合
は劣化要因
とせず

中性化 塩害 ASR
構造
外力

凍害
化学的
腐　食

疲労
磨耗
風化

　　　　　　　劣化要因

施工年
1986年以前

1978年以前

　使用・劣化環境

供用年数
供用年数40年以上

供用年数20～40年

鉄筋被り ｔ＜30ｍｍ

地域

①塩害を起しやすい（起きた）地域

②ASRを起こしやすい（起きた）地域

③凍害を起こしやすい（起きた）環境

④ASR、塩害複合劣化地域

⑤塩害、凍害複合劣化地域

⑥凍害、ASR複合劣化地域

供用環境

①南向き面の部材

②融雪・凍結防止剤の使用

③接水時間が長い（常時）

材料

①水セメント比50％以上

②海砂の使用

③反応性材料使用

水質

①硫黄分水質（温泉）

②化学工場・食品加工場等の廃液流入

③硬度が小さい

土壌・地
盤

①腐食性土壌（酸性土壌）

②地下水位（高い）

③軟弱地盤

地圧

繰返荷重

①設計荷重を大きく上回る荷重の負荷

②極端な偏荷重が作用

※水路トンネルの場合は地山特性から
判断

③過去に地震被害を受けた

1

磨耗条件

①流速がv≧7.0ｍ/ｓまたはキャビテー
ションが発生しやすい構造物

②砂礫・転石の流下

評価点合計

総合評価

評価 5点以上；可能性が高いもの
2～4点 ；可能性が否定できないもの
1点以下；可能性が低いもの  

※ 1978 年に鉄筋被りと設計基準強度について規定, 1986 年に塩分総量規制施行・ASR 対策について規定 
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【参考】既存資料の収集整理方法 

(1) 設計、施工内容に関する既存資料の収集整理 

設計、施工内容に関する調査では、構造物の設計図書（設計図、業務報告書）、

完成図書（竣工図、施工記録等）、地形・地質データや当時の設計基準、施工方法・

技術、施工材料、施工年月及び事業誌、工事誌、用地関係の資料を可能な限り収集

するとともに、必要に応じて、構造物の設計者、使用者や管理者、施工者に対して

聴き取り調査を行う。主な調査項目は次のとおり。 

ａ．構造物の名称、所在地、設計者及び施工者 

この項目は調査対象の構造物の基本事項であり、必要に応じて設計者や施工者

への聴き取り調査を行う。 

ｂ．竣工年月 

    設計図書、竣工図面などから竣工年月（施工時期）を調査する必要がある。コ

ンクリートの劣化現象は経年的に進行することから、竣工後の経過時間を把握す

ることにより、劣化現象の原因の把握、今後の予測などを行う基礎的資料となる。

また、施工当時の各種基準、材料特性などを把握することができ、それにより劣

化要因を推定することが可能となる場合もある。 

ｃ．設計内容

    設計図、業務報告書、完成図書等の設計図書から構造物の用途・規模・構造等、

当初の設計条件、荷重条件、地盤条件、部材諸元等を調査し、設計内容の妥当性

の確認を行うとともに、必要に応じて現在の設計基準等により安全性の確認を行

う。また、目視調査結果と比較することにより、これら条件の変更状況が明らか

になり、それにより劣化要因を推定することが可能となる。 

ｄ．施工内容 

    コンクリート使用材料・配合、施工記録等を分析することにより、材料、施工

に起因した劣化要因の推定が行える。 

(a)コンクリート使用材料・配合 

コンクリートの低品質は、数多くの変状に繋がるものであり、コンクリート

の配合報告書等を収集し、使用材料、配合を調査する。コンクリートの使用材

料の調査内容としては、下表のとおりまとめられている。 

 

【表４－２ コンクリート使用材料の調査項目例】 

材料 調査項目例 

セメント 種類、銘柄、品質（物性、化学成分） 

骨材 種類、岩種、最大寸法、品質（物性、不純物、耐久性） 

混和剤 種類（区分）、銘柄、使用量、品質（コンクリートによる品質試験結果、化学成分）

混和材 種類、使用量、品質（物性、化学成分） 

水 種類、品質（懸濁物質の量、溶解性蒸発残留物の量、塩化物イオン量など） 

（コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針-2003- P.13 より抜粋） 
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(b)施工記録 

施工記録については、調査可能な範囲においてコンクリートの練混ぜ時間、

運搬時間、待ち時間、打込み時間、打込み量、打込み方法、打込み方向、打込

み順序、締固め方法、仕上げ方法、養生方法などを調査する。 

    (c)各種試験記録 

     試験記録については、調査可能な範囲において、スランプ、空気量、１週・

４週圧縮強度、塩分濃度などを調査する。 

 

(2) 事故歴、補修歴の収集整理 

事故歴、補修歴の調査は、施設管理者から資料を収集し、破損の状態、補修・補

強の方法、場所等を平面図、縦断図に記入する等して整理し、範囲毎の変状の特徴

等分析を行う。 

事故歴、補修歴を調査することにより、現在発生している変状が、過去の変状と

類似の原因によるものかどうか、補修による効果がどの程度あるのかを推定するこ

とが可能となる。 

 

(3) 地域特性に係る資料の収集整理 

地域特性がある劣化要因としては、塩害、アルカリ骨材反応、凍害があげられる。

対象施設の位置する地域の気象データや使用骨材の試験成績書等を収集したうえ

で、これらの劣化要因が該当する可能性の高い地域区分を示す図表（別冊の参考資

料編を参照）と照らし合わせることにより、地域特性による劣化要因を推定するこ

とが可能となる。 

 

 対象施設を日常的に利用し、管理している土地改良区等は、対象施設に関する多くの

情報を保有している。このため、様々な劣化の状態、要因を推定するに当たり、日常の

不具合などの情報を聴き取り、これから想定される情報を参考とする必要がある。 

 

【実務におけるポイント】 

○施設管理者に対する問診事項及びとりまとめ方法 

施設管理者に対する問診事項としては、施設のどの位置に、どのような変状が発生しているかを

基本とするが、可能な限り変状の程度まで確認することが望ましい。通常は、表４－３に示すよう

な日常点検票（問診票）に施設管理者が定期的（施設の劣化状態等に応じて設定）に記入し、それ

らの調査票を機能診断調査の実施者が収集する。収集した点検票については、施設単位で平面図に

異常箇所やその内容等を書き込むなどして現地踏査における予備知識として活用できるように整理

する。 

 

○鉄筋コンクリートの特徴 

鉄筋コンクリートは、鉄筋の腐食により劣化が進行するという特徴がある。このため、鉄筋に沿

ったひび割れなどの変状は大きなポイントとなることから、事前調査においては鉄筋の配置に関す

る情報の収集に努める必要がある。 
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【表４―３ 開水路の日常点検票（問診票）の例】 

整理番号  調査年月日   年 月 日 記入者  

地区名  

路線名  

項目 異常の有無、内容※1 異常箇所※2

1.異常有り 

①崩壊規模が大きく、水路機能の低下が著しい箇所がある 

②鉄筋の露出箇所がある 

③明らかな構造物の傾斜、変形、沈下、蛇行が見られる 

④コンクリートの欠損、剥落が見られる 

⑤目視で簡単に見分けられるひび割れや変色、磨耗などがある 

⑥その他の異常が見られる（             ） 

2.異常無し 

 

 

 

 

 

構造物 

 

【特記】 

1.異常有り 

①目地部の欠損、開き、ずれ、段差が著しく、漏水痕跡がある 

②目地部のずれ、段差がみられるが漏水の痕跡は認められない 

③その他の異常が見られる（             ） 

2.異常無し 

 目地部 

【特記】 

1.異常有り 

①地すべり、地盤の崩壊が発生している 

②地盤のゆるみが見られる 

③その他の異常が見られる（             ） 

2.異常無し 

 

 

 

 

 

構 

造 

上 

の 

変 

状 

周辺地盤 

【特記】 

1.異常有り 

①所定の通水量が確保できない 

②通水量が安定しない（管理が難しい） 

③漏水が発生している 

④その他の異常が見られる（             ） 

2.異常無し 

 通水性 

【特記】 

1.異常有り 

①水位の異常上昇、溢水がみられる 

②水位の異常低下がみられる 

③水位が安定しない 

④その他の異常が見られる（             ） 

2.異常無し 

 

 

水 

利 

用 

・ 

水 

理 

上 

の 

異 

常 

水位の維持 

【特記】 

1.異常有り 

①騒音・振動が認められる、苦情、改善要請がある 

②その他の環境に関わる苦情、改善要請がある 

 （                        ） 

2.異常無し 

 環境 

（騒音・振動等、施設

の変状・劣化と因果関

係のあると思われる

もの） 

【特記】 

 

 

 
 

※1：異常の有無、内容は、該当する番号に○印をつける。  

※2：異常箇所は、測点、もしくは大まかな位置を記入する。（例 ○○橋近傍の左岸側壁）
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【表４－４ 鉄筋コンクリート構造物に関する共通調査事項】 

区分 調査項目 調査手法 記録手法 

ひび割れ ◎ひび割れ最大幅 定量計測 定量記録、写真記録 

  ◎ひび割れ延長 定量計測 〃 

  ひび割れタイプ タイプ判別 〃 

材料劣化 浮き 目視による有無 写真記録 

  剥離・剥落・スケーリング 〃 〃 

  ポップアウト 〃 〃 

  エフロレッセンス 〃 〃 

  ゲルの滲出 〃 〃 

  錆汁 〃 〃 

  変色 〃 〃 

  摩耗・風化 〃 〃 

  漏水(痕跡) 
〃 

 

〃 

  鉄筋露出 〃 〃 

変形・歪み   目視による有無  

圧縮強度 反発硬度 サンプルを定量評価  

中性化 中性化深さ 〃  

  鉄筋被り 〃  

  中性化残り 〃  

目地の劣化 目地の開き 目視による有無  

  段差 〃  

  止水板の破断 〃  

  漏水痕跡 〃  

  周縁コンクリートの欠損等 〃  

地盤変形 背面土の空洞化 目視による有無  

  不同沈下 〃  

※１ ◎印は、必須の定量調査項目。 

２ 有無を目視で調査する項目で、変状が「有」の場合は、定量的な調査を行う。 

 ３ ひび割れの記録を行う場合、クラックスケールを当てて近接撮影を行う。 
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４．２ 機能診断評価 

４．２．１ 機能診断評価の視点 

 鉄筋コンクリートで造成された用水路等の農業水利施設が持っている水利用性能や水理性

能は、構造性能の状態に支えられている。また、構造性能の低下は、①構造物そのものの内

部要因、②構造物に対して外力等を与える外部要因、③その他の要因により生じることから

、機能診断調査の結果から、これらの劣化要因の有無と劣化状態を適切に評価することによ

り、施設の健全度を評価する。 

 

【解説】 

・ 鉄筋コンクリートで造成された用水路（開水路）の水利用性能（所要量を送水する

性能等）や水理性能（通水性能等）の程度と安定性は、構造性能（力学的安全性、安

定性、耐久性等）に支えられている。既に、水利用性能に顕著な低下が生じている場

合には、構造物に相当程度の損傷が生じるなど構造性能が低下しているし、現時点で

は、水利用性能の低下がない場合であっても、構造性能の低下があれば、将来、水利

用性能の低下につながる可能性が高い。また、鉄筋コンクリート構造物の構造性能の

程度は、ひび割れや鉄筋の腐食による錆汁の発生等の躯体の状態や基礎地盤の状態な

ど外形的状態から相当程度把握できる。 

  このため、施設の健全度（保持されている性能の程度）の評価は、構造物の外形的

状態から行うことが基本となる。 

 

・ 構造性能の低下は、過年度に生じた様々な要因によって進行しているため、施設の

健全度を適切に評価するためには、現在の施設状態だけでなく、構造物の内部要因、

外部要因、その他の要因について、進行性であるか否かを含めて把握することが重要

である。 

 

 ＜性能低下の要因＞ 

  １ 内部要因（鉄筋コンクリート構造物本体の劣化） 

    コンクリートの摩耗、中性化や凍害や複合要因によるひび割れや鉄筋腐食の進

行等による強度低下 等 

   （構造物本体の劣化は、過年度に生じた外部要因も複合的に働いている場合が多

い。） 

 

  ２ 外部要因（構造物に対し外力を発生させるもの） 

        地盤の不同沈下、地震、基礎地盤の浸食空洞化等による外力の発生、変形、損
傷 等 

 

  ３ その他の要因（水路の目地や鋼製構造物との接合部等） 
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【図４－２ 機能診断評価のプロセス】 

 

対 策 工 法 の 検 討 プ ロ セ ス

機 能 診 断 調 査

内部要因 
（鉄筋コンクリートの劣化）

外部要因 
（構造物の変形・変

位・損傷・地盤変形）

その他の要因 
（目地など） 

経
験
的
に
予
測
可 

（
中
性
化
、
塩
害
） 

個
別
に
予
測
可 

（
摩
耗
等
の
個
別
要
因
） 

経
年
的
要
素 

（
圧
密
沈
下
な
ど
） 

偶
発
的
要
素 

（
地
震
な
ど
） 

評 価 プ ロ セ ス

支 配 的 な 要 因 に よ り 評 価 プ ロ セ ス を 選 択

経験式 個別予測 健全度ラン

クを用いた

劣化曲線に

よる予測 

個別予測 個別予測 対策要否の

検討 

複
合
的
な
要
因 

支配的要因の特定 進行性か否か 該当事項があれば

個々に判断 

劣化予測 

現 在 の 健 全 度 評 価 ( 健 全 度 ラ ン ク )
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４．２．２ 評価の方法 

 施設の健全度の評価は、施設種類、構造等を踏まえて、施設の性能低下に関係する内部要

因、外部要因、その他の要因（接合部等）についての評価区分を設定した施設状態評価表を

用い、施設機能診断の結果により行う。複数の要因が影響している場合には、性能劣化を進

行させるより支配的な要因に重点を置いて評価する。 

 

【解説】 

・ 施設の健全度の評価を行うため、施設種類や構造のほか施設の立地条件等を踏まえ

て、施設の性能低下に関係する要因とその評価区分を設定した施設状態評価表を作成

する。 

  施設状態の適切な評価のためには、各施設や地域の条件等を加味することが必要と

なる。ストックマネジメントに係る基礎的なデータ蓄積のため、基本的な評価項目と

評価区分を共通化することとし、鉄筋コンクリート構造物の基本例として、開水路の

施設状態評価表を表４－５に示す。（その他の構造物については、別冊の参考資料編

に施設状態評価表の例を掲げている。）。 

  この基本例のほか、必要に応じて評価項目の追加や評価区分の設定を行う。 

  なお、この施設状態評価表の基本例は、現場での実践と基礎的なデータ蓄積を踏ま

えた更なる検討を踏まえて、必要となれば一定期間の後、見直しを行う。 

 

・ 健全度の評価は、内部要因、外部要因、その他の要因毎に、それぞれを構成する評

価項目のうち評価区分が異なる場合には、最も厳しい評価（Ｓ－４とＳ－３があれば、

Ｓ－３）を採用する。また、施設の性能低下に関わる要因が複数ある場合（例えば、

内部要因も進行が見込まれるが、地盤変形の継続の影響も大きいと見込まれる場合）

には、今後の性能低下により影響すると思われる支配的要因を検討し、その評価区分

を採用する（劣化予測（性能低下予測）は、ここで採用した支配的要因を中心に行う。）。 
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【表４－５ 鉄筋コンクリート開水路の施設状態評価表】 

評価年月日

評　価　者

調　査　地　点

（測　点　等）

S-5 S-4 S-3 Ｓ-2

タイプ：初期ひび割れ
形状：目地間中央や部材解放部の垂直ひび割れ
原因：乾燥収縮・温度応力

最大ひび割れ幅
0.2mm未満

最大ひび割れ幅
[0.2～0.6㎜]
0.2～1.0mm

最大ひび割れ幅
[0.6㎜以上]
1.0mm以上

S-3に該当するも
のが全体的

タイプ：劣化因子不特定のひび割れ
形状：特徴的な形状を示さないひび割れ
原因：症状が複合的であり劣化因子を特定できないも
の

最大ひび割れ幅
0.2mm未満

最大ひび割れ幅
[0.2～0.6㎜]
0.2～1.0mm

最大ひび割れ幅
[0.6㎜以上]
1.0mm以上

S-3に該当するも
のが全体的

タイプ：ひび割れ先行型ひび割れ
形状：格子状・亀甲状などのひび割れ
原因：ASRや凍害などの劣化原因

最大ひび割れ幅
0.2mm未満

最大ひび割れ幅
[0.2～0.6㎜]
0.2～1.0mm

最大ひび割れ幅
[0.6㎜以上]
1.0mm以上

S-3に該当するも
のが全体的

タイプ：外力によるひび割れ
形状：側壁を横切るような水平もしくは斜めのひび割れ
原因：構造物に作用する曲げ・せん断力

最大ひび割れ幅
0.2mm未満

最大ひび割れ幅
[0.2～0.6㎜]
0.2～1.0mm

最大ひび割れ幅
[0.6㎜以上]
1.0mm以上

S-3に該当するも
のが全体的

タイプ：鉄筋腐食先行型ひび割れ
形状：鉄筋に沿ったひび割れ
原因：中性化・塩害

有
S-3に該当するも
のが全体的

①　ひび割れ密度
　（ひび割れ幅
0.2mm以上）

　　50cm/m2以上

②　　　有

③滲出、漏水跡、滴水 流水、噴水

有

無 部分的 全体的

無 部分的 全体的

部分的(S-4の場
合以外）

全面的又は鉄筋に
沿った部分的

無 有

細骨材露出 粗骨材露出

部分的 全体的

圧縮強度 21Ｎ/mm2以上 15～21Ｎ／mm2

中性化

変形・歪み
局所的 全体的

欠損・損傷
局所的 全体的

不同沈下
局所的 全体的

無 局所的 全体的

無 局所的 全体的

無 20cm未満 20～50cm 50cm以上

無 局所的 全体的

無 局所的 全体的

有

無 漏水跡、滲出し、滴水 流水、噴水

無 局所的 全体的

部分的」とは概ね全体の50％未満を示し、「全体的」とは全体の50％以上を示す。

変形・歪み」、「地盤変形」などにおける「局所的」とは施設の一部で当該変状が生じている状態を指し、「全体的」とはそれが構造物全体に及んでいる状態を指す。

ランクダウン」については、1変状項目あたり1回のみ有効であり、複数の「1ランクダウン」があってもランクダウンは1階級のみとする。

状別評価から主要因別評価を行う場合は、最も健全度が低い評価を代表値とする。

1の評価は、この評価表に依らず評価者が技術的観点から個別に判定する。

縮強度及び中性化の調査は、必要に応じて実施する。

ひび割れの規模に係る評価区分S-3は、①＋②又は①＋③を満たす場合に該当する。

ひび割れ幅における[ 0.6㎜]は、厳しい腐食環境の場合適用する。

構造物の沈下、蛇行

欠損・損傷の有無

ドリル法
（中性化残り）

剥離・剥落

析出物（ｴﾌﾛﾚｯｾﾝｽ・ｹﾞﾙなど）
（ひび割れを含むものを除く）

錆汁
（ひび割れを含むものを除く）

目地の開き

段差

ひび割れ
以外の劣
化

止水板の破断

周辺地盤の
陥没・ひび割れ

抜け上がり（目視）

ひび割れ段差

変形・歪みの有無

浮き

ひび割れ規模

背面土の空洞化

磨耗・すりへり

鉄筋露出の程度

反発強度法
（圧縮強度換算）

の変状

地盤変形

漏水の状況

周縁コンクリートの欠損等

ひび割れ付随物
（析出物、錆汁、浮き）

ひび割れからの漏水

15Ｎ/mm2未満

無

注１） 「
注2） 「
注3） 「1
注4） 変
注5） Ｓ-

注6) 圧

注7)
注8）

内
　
部
　
要
　
因

外
部
要
因

構
造
物
周
辺
の
変
状

ひび割れ

構
造
物
付
随
物
の
変
状

構
造
物
自
体
の
変
状

形
状
と
幅

評価区分

地区名

施設名称

評価の流れ→

定点調査番号

施設の状態　 　　：　S-5；変状なし　S-４；変状兆候（監視強化）　　S-3；変状あり（補修）　S-2；顕著な変状あり（補強）　S-1；重大な変状あり（更新検討）　

主要因
別評価

変状別
評価

そ
の
他
の
要
因

目地

評価項目

健全度ランク

進行性（ASRや凍害などの場合）

無

無

無

S-3に該当するも
のが全体的
又は

全面的の場合、1ランクダウン

無

有りの場合1ランクダウン

無

無

無

粗骨材剥落

無

残り10mm以上 残り10mm未満
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【表４－６ ひび割れのタイプ及び幅に基づく健全度評価】 

ひび割れによる状態評価 健全度

ランク 部分的な対策が可能 全体的な対策が必要 

初期ひび割れ 劣化要因不特定 外力によるひび割れ 
ひび割れ先行型 

（ASR、凍害等） 

鉄筋腐食先行型 

（中性化・塩害） 

ひび割

れの特

徴 

コンクリートの乾燥収縮

や温度応力が主要因で発

生するひび割れで、水路側

壁では目地間中央や部材

解放部に鉛直に発生する 

様々な劣化因子によるひ

び割れが複合的に発生し、

ひび割れタイプが特定で

きないもの 

曲げひび割れ*)：曲げ引張

り応力の発生部位に部材

に直角にひび割れ 

せん断ひびわれ：せん断応

力の発生部位に斜めにひ

び割れ 

格子状・亀甲状などそ

の他の形状のひび割

れ 

鉄筋腐食により、鉄筋に沿ったひび割れ 

Ｓ－５ 有害なひび割れは発生していない（幅 0.2 ㎜未満） - 

Ｓ－４ 
ひび割れが発生しているが、鉄筋腐食の進行が緩やかな状態（幅 0.2～1.0 ㎜[0.6 ㎜]） 

鉄筋に沿ったひび割れは発生していないが、鉄筋に沿った

錆汁や析出物が見られる 

Ｓ－３ ①部分的（調査対象面積の 50%未満）に幅 0.2 ㎜以上のひび割れ密度が 50 ㎝/㎡以上であり、ひび割れに錆

汁又は析出物又は漏水が付随し、鉄筋腐食が急激に進行するおそれがある 

②ひび割れが発生し、鉄筋腐食が急激に進行するおそれがある（幅 1.0 ㎜ [0.6 ㎜]以上） 

③ASR や凍害などによる進行性のひび割れがある（幅 0.2～1.0 ㎜ [0.6 ㎜]）              

鉄筋に沿ったひび割れが発生している          

Ｓ－２ 

①S-3 に該当するひび割れが全体的（調査対象面積の 50%以上）に発生している 

②ひび割れから流水・噴水状の漏水がある、又は段差を伴っている 

①S-3 に該当するひび割れが全体的（調査対象面積の 50%

以上）に発生している 

②ひび割れから流水・噴水状の漏水がある、又は段差を伴

っている 

0.2 ㎜：対岸から目視により確認が可能であり、鉄筋腐食が生じていても鉄筋の断面欠損が軽微である幅（コンクリート工学協会：コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針） 

1.0 ㎜：鉄筋腐食から見た場合の許容ひび割れ幅（コンクリート工学協会：1.0 ㎜（緩やかな劣化環境で、ひび割れ等の程度が小。）） 

50 ㎝/㎡：補修の要否を判定するひび割れ密度（日本道路公団：道路トンネルの補強・補修） 

*)曲げひび割れの場合には、ひび割れ幅が過大に評価されるため、必要に応じて鉄筋位置のひび割れ幅に補正して評価する。
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４．３ 性能低下予測 

４．３．１ 対象施設のグルーピング 

 劣化予測と対策工法の検討を行うため、施設の種類、材料、構造、建設時からの経過年数

、劣化の要因や劣化の進行状況等が類似する施設群毎に、対象施設を分類しグルーピングす

る。 

 

【解説】 

・ 劣化予測や対策工法の検討を効率的に行うため、調査単位毎の施設を類似するもの

毎に分類しグルーピングする。 

  同一の施設グループは、同一の劣化予測や対策工法の検討を行うこととなるため、

これらに影響する施設の種類、材料、構造のほか、劣化要因や健全度評価結果に着目

して分類することが重要となる。 

 

・ 施設のグルーピングは、調査計画が求める精度に応じて適切に設定することが重要

である。グループを細分化すると精緻な検討が可能となる一方、検討作業が多くなる。

また、分類の視点のうち、施設構造、健全度、劣化要因の３つは必要最小限の要素と

なる。 

 

 

 

＜参考＞ 

【表４－７ グルーピングの具体例】 

対象施設 

（構造） 

区間 健全度評価 劣化要因 グループ番号 

○○幹線水路 No１～ ９ S-4  １ 

（RC 三面張） １０～１７ S-3  ２ 

 １８～２１ S-4  １ 

 ２２～３０ S-3  ２ 

 ３１～３４ S-2 不同沈下 ３ 

 ３５～４０ S-5  ４ 

△△幹線水路 No １～５ S-4  １０ 

（RC 三面張） ６～２０ S-3  １１ 

 ２１～２６ S-4  １０ 

 ２７～３３ S-3  １１ 

 ３４～３９ S-4  １０ 

 ４０～４９ S-3 塩害 １２ 

 ５０～５５ S-4  １０ 
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４．３．２ 性能低下予測 

 対策が必要となる時期や対策工法の比較検討のため、各施設グループの性能低下予測が必

要となる。性能低下は、施設の内部要因、外部要因、その他の要因に影響されて進行するた

め、これらのうちの支配的な要因を判定し、これに基づく性能低下予測を行う。 

 性能低下予測は、中性化、塩害については経験式の利用が可能である。その他の要因につ

いては、統計データから設定した標準曲線の利用や経年的データに基づく推定等によって行

う。 

 

【解説】 

・ 各施設グループに、対策が必要となる時期や対策工法の組合せによる機能保全コス

トの比較検討等のため、性能低下の予測が必要となる。 

 

・ 性能低下のうち、中性化、塩害によるものは経験式が作成されているため、これを

活用する。その他の要因や複合的な要因によるものは、ア）地盤沈下や施設の変形な

ど立地環境毎に条件が大きく異なる場合には、過年度の状況変化についての情報をも

とに推定する方法、イ）条件不足のため推計が困難な場合には、経過観察によって状

況変化を把握した上で推定する方法等、それぞれの条件に適した方法を選定すること

が必要である。 

 

 

 ＜鉄筋コンクリート構造物の要因別の性能低下予測の例＞ 

   （１）内部要因 

    １ 中性化、塩害 → ルートｔ則や拡散方程式などの経験式で予測

     ２ 恒常的な摩耗 → 年間摩耗量等から、今後を個別に予測

     ３ 複合的で支配的要因を特定できない場合 

         → 健全度指標により判定し、標準劣化曲線により予測

   （２）外部要因 

     １ 地震など偶発的な外力による変形・変位・損傷 

         → 個別に対策の要否を判定

     ２ 地盤の不同沈下、荷重などによる変形・変位・損傷 

         → これまでの変位量などから、水利用性能に支障を来すまでの期

間を個別に予測

   （３）その他の要因 

     鉄筋コンクリート水路の目地が構造本体と同時に劣化する性質でない場合

等はこれを本体と分離して評価・分析する必要がある。なお、目地の劣化

であっても、これが外部要因の場合には上記（２）の外部要因の場合へ含

めて検討する。 
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（１）内部要因 

  

 ア）性能低下過程の経験式が存在するもの（コンクリートの中性化、塩害）  
 

 ・ 主要な劣化要因が中性化や塩害に特定される場合には、性能低下過程が経験的に

判明しており経験式が得られているため、これを用いて性能低下予測を行う。具体

的な手法については、コンクリート標準示方書（維持管理編）を参照すること。 

 

＜中性化の潜伏期における進行予測式＞ 

 

ｙ：中性化深さ (mm)、t：中性化期間 (年)、b：中性化速度係数 (mm/√年) 

 

出典：コンクリート標準示方書（維持管理編） 

 

＜塩害の潜伏期における塩化物イオンの拡散予測式＞ 

     

Ｃ ｘ，ｔ = Ｃ０× １－erf
２ D・ｔ

ｘ
＋Ｃｉ

 

Ｃ（ｘ，ｔ）：深さｘ(ｃｍ)、時刻t(年)における塩化物イオン濃度（ｋｇ/ｍ３） 

Ｃｉ       ：初期混入塩化物イオン濃度（ｋｇ/ｍ
３） 

Ｃ0       ：表面における塩化物イオン濃度（ｋｇ/ｍ
３） 

Ｄ       ：塩化物イオンのみかけの拡散係数（ｃｍ
２/年） 

erf   ：誤差関数  

 

出典：コンクリート標準示方書（維持管理編） 

  

 イ）個々の変状から個別に劣化の進行を推定するもの 
 

 ・ 施設構造や立地条件等の個別条件により施設躯体の性能低下の進行が大きく異な

る場合には、過去の調査履歴や施設建設当初からの変化の状況、施設管理者からの

時系列情報等をもとに、個別に性能低下を予測する必要がある。 

 

 

  

 ウ）複合的な要因で劣化が進行しているもの 
 

 ・ 鉄筋コンクリート構造物の性能低下は、材料、施工時の状況、立地条件（地盤強

度、地下水位等）、環境条件（温度、湿度、塩分等）等の要因が複合的に働いて進

行するのが一般的であり、特定の要因に着目した性能低下予測は現状においては困

難なことが多い。 
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 ・ このため、複合的な要因の劣化予測は性能低下の履歴から統計的に予測するなど

の手法を用いる。 
 
【参考】 
・ 機能診断の履歴が無く、性能低下を予測する手段がない場合には、全国的な過去

の施設診断の結果を統計処理し、標準的な性能低下曲線を策定し、個々の施設機能

診断の結果でこれを補正して推定する方法を用いる。 

 

 ・ 具体的には、これまでに相当数のデータが蓄積されている広域基盤整備計画調査

での施設診断結果を用い、最もデータ量の多い鉄筋コンクリート開水路について標

準曲線を設定する。現時点では、データの制約から開水路以外の設定は困難である

ため、施設の特質や立地条件等を踏まえて、鉄筋コンクリート開水路の標準曲線の

平均耐用年数を修正する補正を行う等により、所要の標準曲線を設定する。 

   なお、標準曲線の設定については、今後のストックマネジメントの実践とデータ

の蓄積を踏まえて、改善を行うこととしている。 

 

 

     

(健全度)
S-5

S-4

S-3

S-2

S-1

(供用年数)

係数ｂ -0.00216 係数ａ 5
Y=bX2+a

0 10 20 30 40 50

 
 

    【図４－３ ２次関数による回帰計算の劣化曲線：鉄筋コンクリート開水路】 
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（参考）広域基盤整備計画調査のデータ分散と標準曲線の考え方 

 広域基盤整備計画調査での施設診断結果（劣化が進行しているものからＡ～Ｃで評価）では、経過年

数に応じて劣化の進んだ施設が増加しているのは当然だが、各判定レベル毎に見ても経過年数に大きな

分散があり、同様の構造の施設でも、立地条件や施工条件等によってその後の性能低下が大きく異なる

ことを示している。また、年数を経るに従って診断結果が分散しており、あるグループの施設について

は一定の期間内に比較的早く劣化が進んでいる一方、良好な条件にある施設は安定的長期的に性能を保

持している状況が伺われる。いずれにしても、施設毎の性能低下評価は、個々の機能診断結果で補正し

て用いるため、施設の立地条件等の特性を踏まえた曲線としての性格を持つことになり、継続的な機能

診断によってその精度は順次高まることになる。 
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（２）外部要因 
  

 ア）地震など偶発的な外力による変形・変位・損傷等 
 

 ・ 地震などによる偶発的な要因による変形・変位・損傷等については、当該変状が

施設性能に及ぼす影響を個別に判断するとともに、今後の時間経過により進行する

可能性があるかを判断する必要がある。 

 

 ・ また、鉄筋コンクリート構造物については、ひび割れが大きい場合、鉄筋の腐食

を誘発することがあるため、このような懸念がある場合には、内部要因の検討方法

により性能低下予測を行う必要がある。 

 

  

 イ）地盤の不同沈下、圧密沈下、荷重などによる変形・変位・損傷等 
 

 ・ 施設の立地条件等の個別条件により鉄筋コンクリート構造物の性能低下の進行が

大きく異なるため、過去の調査履歴や施設建設当初からの変化の状況、施設管理者

からの時系列情報等をもとに、変形量等と経過時間との相関関係を推定する等によ

って個別に性能低下への影響を予測する必要がある。 

 

 ・ 例えば、地盤の不同沈下によるコンクリート躯体の変位は、既に落ち着いている

状態にあるのか進行性であるのかが重要であるため、建設当初との比較だけでな

く、調査履歴や施設管理者からの聴き取り等でその状態を把握する必要がある。ま

た、十分な情報が得られない場合には、数年をおいて継続的に調査を行うことで状

態の変化を把握することが必要となる。 

 

 

（３）その他の要因 
 

 ・ その他の要因としては、例えば、鉄筋コンクリート開水路の場合、目地の劣化が

あげられる。目地は、劣化による漏水や漏水による地盤浸食等が、施設としての性

能低下に大きく影響する場合があることから、コンクリートと区分して性能低下予

測を行う必要がある。 

 

 ・ このほか、性能低下の要因が特定できない場合には、内部要因の複合的性能低下

による標準曲線を利用した予測を行う。 
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第５章 現地への適用にあたっての留意事項 

５．１ 日常的な管理 

５．１．１ 基本事項 

 施設管理者が行う日常的な維持管理（点検、整備）を通じて、常に施設を良好な状態

に保つことを心がける必要がある。その際、運転記録、事故や点検・整備などの履歴は、

これを適切に整理、保存する必要がある。 
また、定期的に機能診断を実施し、専門的な知見を持つ者から日常点検の中で留意す

べき事項について指摘を受けておくことが望ましい。 

 

【解説】 

(日常管理の重要性) 

・ 構造物や周辺状態の巡回目視、設備の運転操作時等における点検と、日常的な範囲

で処置できる軽微な整備が適切に行われることが、施設の信頼性や安全性の確保だけ

でなく、施設寿命に直結する。このため、施設管理者は施設の良好な状態を維持でき

るよう日常的な維持管理を適切に行う必要がある。 
 
・ 特に、電気機械設備は土木構造物と異なり、構成部品の一部に異常が発生した段階

で設備全体の機能停止に至る場合があるので、施設の種類や特性に応じて、適切な点

検、整備を行う必要がある。 
 
（機能診断と日常管理） 
・ 施設の機能診断を行った場合、調査に当たった専門的知見を有する者は、日常管理

の中での点検のポイントなどを、施設管理者に対して示しておくことが必要である。 

また、日常管理において施設管理者が該当する変状を発見した場合には、直ちに施設

造成者に通報する。 
 
・ 施設管理者が行う日常的な維持管理において、高度な技術的判断や日常的な維持管

理を超える規模の対策が必要と思われる変状を発見した場合には、随時、施設造成者

に情報提供を行い、施設造成者は必要に応じて緊急の機能診断や、これを踏まえた対

策を検討する必要がある。 
  
（日常管理情報の適切な保存） 
・ 水路の水位や流量、ポンプの稼働状況などの運転記録、日常的な点検、整備のデー

タは、変状の発見や次回以降の点検・整備に役立つばかりでなく、主に造成者が定期

的に行う機能診断時の基礎的な情報として重要であり、適切に整理、保存する必要が

ある。 
 
・ 大規模な地震の発生など、偶発的な事象があった際には、定期的な点検や機能診断

とは別に、施設の変状を把握するとともに、その結果を適切に記録する必要がある。 
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５．１．２ 日常管理の留意点 
日常的な点検、整備については、土地改良施設管理基準等に基づき行うものとする。

また、機能診断の結果、特に留意すべき点検項目が示された場合は、これを踏まえ適切

に対応する。 

 

【解説】 

・ 日常的な維持管理においては、通常時の状況と異なる現象が生じていないかを常に

意識しつつ、運転操作や点検に臨む必要がある。具体的には、 
①施設の構造の変状（変形、沈下、変色、異音、異臭）、 
②通水性などの施設機能に異常はないか、 
③周辺環境に影響は生じていないか、 
④利用者や周辺住民等からの苦情等はないか 

等を意識する必要がある。 
 
・ 施設の点検項目、頻度、整備等については「土地改良施設管理基準（ダム編、頭首

工編、用水機場編、排水機場編）」を踏まえ、また、「農業用施設機械設備更新及び保

全の手引き」や全国水土里ネットの「わかりやすい土地改良施設管理入門」（揚水ポ

ンプ編、排水ポンプ編、頭首工〈ゲート設備〉編、水管理制御整備編、内燃機関編、

分水工編）等を参考に、地区の状況に応じて適切に対応するものとする。 
  
・  コンクリート開水路や水路トンネル等、対応する管理基準やマニュアルがない工

種については、地区の状況に応じて適切に対応する必要がある。 
 

【参考】 
・  コンクリート構造物について日常点検のポイントは、異常の有無と異常箇所を把

握することであり、具体的な点検項目は以下のとおりである。 
 
① 利水に影響のある構造物の崩壊 
② 構造物の傾斜、変形、沈下、蛇行 
③ 鉄筋の露出 
④ コンクリートの欠損、剥落 
⑤ ひび割れや変色、摩耗 
⑥ 目地の欠損、開き、ずれ、段差とこれによる漏水の痕跡 
 

 
・コンクリート構造物について、発見された場合、造成者への通報が必要な特に留意す

べきひび割れ等は以下のとおりである。 
 
  ①鉄筋に沿って発生するひび割れ 
  ②崩壊等の場合、第三者に大きな被害が発生する施設の大きな変状 
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５．２ 広域の施設群を対象とした中長期的な機能保全計画の作成 

 

５．２．１ 基本事項 

 水系等の広域にわたる施設群を対象として中長期にわたる基幹的農業水利施設の機

能を維持するための計画を策定する場合には、水利システム系としての機能保全コスト

に着目した検討を行う。 

 

【解説】 

・  水系や沖積平野など、広域な農業地域を対象とし、基幹的な農業水利施設の中長期

の整備計画を策定する場合は、個々の施設の機能保全コストを精緻に検証するのでは

なく、広域における農業水利施設の機能を保全し、かつコストや実施体制の平準化を

行うことを念頭に、機能診断調査の調査項目、調査単位、調査間隔を適切に決める必

要がある。 

 

・ 施設の中長期における年次整備計画（以下「更新整備計画」という。）は、水利施

設のライフサイクルを考慮して、４０年以上の計画期間とすることが望ましい。また、

比較的新しい施設に関する更新整備計画を策定する必然性が乏しい場合、問題点の整

理や対処方針のみを示し、次回の計画改定の際に再度検討するといった計画の策定手

法も活用すべきである。 

 

・ 更新整備計画は、土地改良区や関係機関と十分に協議・調整を行ってとりまとめる

必要がある。 
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５．２．２ 更新整備計画 

 更新整備計画は、施設別の改修方式やその実施時期など、ライフサイクルコストの低

減の観点から、機能保全コストを考慮した手法により策定する。 

 

【解説】 

・ 更新整備計画は対象地域内の基幹的農業水利施設の機能を維持するためのマスター

プランとなることから、既存施設の有効利用とライフサイクルコストの低減の観点か

ら、機能診断調査に基づいた比較検討の手順を踏んで策定することが必要である。 

 

・ 更新整備計画において、施設別の改修経費、改修予定年度、施設群の改修スケジュ

ールや改修事業の実施方式を概定する。なお、中期以降（おおむね１０年以上先）の

事項については、現在の機能診断結果からかならずしも高い精度で合理的な対処方法

が判定できない場合もあることから、当該部分については一般的な見通し程度にとど

め、実際には次回の計画改定の際により精度を高めて検討するといった段階的な計画

策定の手法を取ることが合理的である。 

 

 

【参考】更新整備計画に定める事項の例 

(1)農業水利施設概要 

   施設名・施設規模・完成年度・耐用年数・残存耐用年数等 

(2)施設機能診断 

  ｱ.電気管理施設、ゲート等の金物等で部分的に改修を要する施設 

 ｲ.耐用年数以外の要因による施設機能の低下 

 ｳ.管理・操作上の課題解決 

(3)施設別改修経費の概定 

  施設別の改修経費及び改修予定年度の概定 

(4)整備年次計画策定 

  施設の改修スケジュール及び施設群の改修事業実施方式の概定 

(5)事業効用概定 

   事業別効果項目の検討 
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５．２．３ 段階的な調査 

更新整備計画の中で、保全対策の優先実施が必要な施設については、その規模に応

じて、事業計画策定のプロセスへの移行や、部分的な予防保全対策工事の実施などを

検討する。 

 

【解説】 

・  更新整備計画は、施設の種類や健全度等に応じ、ある程度まとまりのある施設単

位で、継続使用や更新整備、予防保全対策が組み合わされたものとなる。 

 

・  同計画で抽出された優先的に予防保全対策の実施が必要となる施設が一定規模以

上のまとまりを持つ場合は、土地改良事業による対応を念頭に置いた事業計画の策

定に向けて、水利システム系としてのより詳細な調査を実施する。 

 

・  部分的な予防保全対策のみ実施すれば足りる場合は、詳細な追加調査の実施や対

策実施の緊急性等について施設管理者、事業実施主体予定者と調整の上、予防保全

対策工事を実施する。機能診断調査の段階で緊急的な対策の必要が判明した場合も

同様の対応とする。 
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５．２．４ 調査に当たっての留意すべき事項 

更新整備計画は、ある程度のまとまりを持った施設単位を基本に策定されることに留

意して、調査単位、調査項目等を適切に設定する。また、対象施設の重要度やリスク、

供用環境等を勘案するとともに、調査の経済性についても十分に考慮する。 

また、ストックマネジメントとしての調査は段階的な手順を踏むこととなるので、調

査プロセス全体を俯瞰し、計画的・効率的に実施することが重要である。 

 

【解説】 

①調査単位 

・ 調査単位については、広域的な地域を対象とするため、様々な要因により健全度の

異なる施設が混在していることから、設置後の経過年数で一律の調査密度とするので

はなく、劣化要因や劣化進行状況に応じて柔軟に設定する必要がある。 

 また、必ずしも一定区間で調査単位を区切る必要はなく、施設断面の変更点や、劣

化進行速度の相違など、合理的な調査単位の設定を行うことが重要である。 

 

・ 健全度や劣化要因が類似の施設をグルーピングし、後の対策工法等を検討する際の

基礎単位とする。また、実際の事業実施を想定したグルーピングとするように留意す

る。 

 

＜＜広域にわたる調査におけるグルーピングの例＞＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象施設
今回機能診断

結果
部位 劣化現象 グルーピング

十余島排水路 S-1 基礎・周辺地盤 不同沈下による継手破損

十余島用水機場 S-1 基礎・コンクリート 抜け上がりによる漏水顕著

本新幹線用水路 S-1 基礎・周辺地盤 不同沈下

太田用水機場 S-2 基礎・周辺地盤 抜け上がり顕著

新川幹線用水路 S-2 基礎・周辺地盤 抜け上がり顕著

新川幹線排水路 S-3 鋼管 腐食による管厚減少

結佐六角用水機場 S-3 基礎・周辺地盤 抜け上がり

伊崎排水機場 S-4 コンクリート わずかに摩耗

十余島排水機場 S-4 基礎・周辺地盤 わずかに抜け上がり

六角導水路 S-4 コンクリート 微細ひび割れあり

六角排水機場 S-4 コンクリート 微細ひび割れあり

伊崎２号幹線水路 S-5 - 変状確認されず

西代支線排水路 S-5 - 変状確認されず

グループA

グループB

グループC

グループD

 
：S-1（機能障害大）       ：S-2（機能障害小）    ：S-3（機能障害兆候あり） 

：S-4（機能障害ほとんどなし）         :S-5（機能障害認められず） 
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②調査項目 

・ 調査項目は、全国的に共通する性能指標を基本とし、適宜、当該地区の実情に応じ

た指標を追加して実施する。 

 

・ 機能診断調査の段階で緊急的な対策の必要が判明し、要因の特定や対策工法の検討

に必要な詳細な調査が必要となる場合は、現場状況に応じて適切な項目を追加する。 

 

③その他 

・ 機能保全計画の策定プロセスでは、前段階の調査結果が後段階での調査内容を方向

付けるなど、相互に関連した手順となっている。また、実際の調査は、外業が現場条

件に大きく影響され、さらには、広域的な地域を対象とするため単一年度での全域調

査が困難となる場合も想定される。 

このため、調査着手に当たり、全体プロセスを俯瞰し、各段階での調査計画作業の

内容、体制、予算等の条件を十分検討・調整の上、地域内を既実施事業地区や水利シ

ステム単位に分割するなど効率的な実施に努める。 

 

・ 調査時期については、通年で調査可能なもの、非かんがい期に限定されるものがあ

り、計画的に実施する必要がある。また、機能診断評価以降は内業作業が中心となる

ため、その実施時期との調整を図るなど効率的な作業計画とすることが重要である。 

 

・ 現地踏査の際には、事前調査で把握した内容との照合や施設の変状の発生時期など

把握するため、日常管理を行っている者が同行することが望ましい。 
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５．３ 事業実施を前提とした調査計画 

５．３．１ 基本事項 

土地改良事業の事業計画書を作成する段階での機能診断は、事業計画を作成するため

に必要な精度で実施する。対象となる施設の主要工事計画は、広域の施設群を対象とした

調査の成果を踏まえて選定された工法を基本とする。 

 

【解説】 

・ 更新整備計画で抽出された優先的な予防保全対策が必要な施設が、土地改良法に基

づく事業として行うことが適当と見込まれる場合は、事業計画書を取りまとめるため

に必要な調査を行うこととなる。 

 

・ 事業計画を作成する段階での調査では、事業化の対象施設について、概定された機

能保全対策が技術的に可能であるか検討し、主要工事計画（工事の計画とその施工方

法の概要）をとりまとめる。また、事業対象外の施設についても、当該事業の受益の

範囲内にある基幹的な施設については、いつの時点でどのような工事を行う見込みと

なるのか、とりまとめておくことが必要である。 

  従って、事業計画を策定する調査では、当該計画の受益に係る全ての基幹的施設を

対象に、ストックマネジメントの機能保全計画の策定プロセス（図３－２）に沿って、

一定期間の機能保全計画の検証、とりまとめを行うこととなる。 

 

・ 事業対象施設の主要工事計画は、事業着手後に具体的な調査設計作業が進められる

よう、保全対策工法を概定し、構造計算、仮設計画の作成、数量計算、概算工事費を

算定し、とりまとめる。 

 

・ このような手順を経るため、当該地区の農業水利施設に対する機能保全対策は、継

続使用、部分的な更新整備及び補修・補強の予防保全対策工事が、各々固有の実施時

期に併せて、組み合わさったものとなる。 
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５．３．２ 機能診断 

機能診断に当たっては、地区の実情に応じた調査単位、調査項目を適切に設定する。 

また、事業計画を策定するための調査の段階では、広域の調査で既設利用とした施設に

ついても、必要に応じて機能診断の補足調査を実施し、その妥当性を検証する。 

 

【解説】 

① 事業計画を策定するために行う機能診断等で留意する事項は次のとおりである。 

 ・ 機能診断調査は、施設の構成単位（１つのロットととらえる単位）で実施するこ

とを基本とする。また、適切な対策工法の選定ができるよう劣化要因を特定するこ

とが重要であり、調査方法については、目視調査等の簡易調査のほか、必要に応じ

て専門的な調査（ボーリングによるコア抜き、強度試験等）を実施する。 

 

  ・ また、調査は、施設の可視部分全てを対象とする。可視部分であっても、近視目

視が困難であるような箇所にあっては、調査機材を活用する等工夫する。 

 

  ・ なお、調査単位は、施設の構成単位を基本とするものの、地理地形、流水等の現

場条件によりやむを得ず調査が不可能な場合は、地区内の類似した使用環境下にあ

る同種施設の調査結果等を活用する。 

 

  ・ 調査項目は、過去の調査項目を踏襲しつつ、劣化要因が特定できない項目、簡易

調査ではデータの信頼性が確保できないおそれがある項目について、反発硬度を利

用する方法や、必要に応じてコア抜き等により強度等の物性値把握を行う専門的な

調査を実施する。 

 

  ・ グルーピングについては、健全度や劣化要因が類似の施設で括り、対策工法を検

討する際の基礎単位とする。グループの構成要素は、最小施工単位（例えば、コン

クリート水路では１打設区間）が最小単位となることに留意する必要がある。 

 

  ・ 事業化対象施設の対策工法は、工法の特徴、施工条件、単価等の詳細情報を収集

し、比較検討のうえ選定する。今回、事業化対象以外の施設については、いずれ将

来対策が必要となるため、概略的な対策工法をとりまとめる。 

 

② 事業計画における主要工事計画に係る詳細な設計を行うための機能診断等で留意

する事項は次のとおりである。 

 ・ 対策が必要となる施設の箇所、範囲、対策工法を決定し、主要工事計画に係る事

業費を算定する必要がある。このため、機能診断は、例えば、コンクリート水路で

は調査単位は１打設区間等に細分化して行うことを基本とする。 

 

 ・ 対策工法の決定、それによる構造計算等に必要となる物性値を得るため、適宜、

事業計画作成のための専門的な調査数量を増やす等、調査の精度を向上させる。 
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 ・ 事業計画を策定するための調査で事業対象外施設として判定した施設についても、

現地調査時の目視等により新たな損傷が確認された場合、その対策について検討を

行う必要がある。 

     場合によっては、事業対象施設として組み入れることを検討する必要がある。 

 

＜＜調査単位の例＞＞ 
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健全度指標の定義

S-5 変状がほとんど認められない状態。

健全度
指標

対策不要

S-4 軽微な変状が認められる状態。 要観察

対応する
対策の目安

S-1

施設の構造的安定性に重大な影響を及ぼす変状が複数認められる
状態。近い将来に施設機能が失われる、又は著しく低下するリス
クが高い状態。補強では経済的な対応が困難で、施設の改築が必
要な状態。

改築

補修
（補強）

補強
（補修）

S-3
変状が顕著に認められる状態。劣化の進行を遅らせる補修工事な
どが適用可能な状態。

S-2
施設の構造的安定性に影響を及ぼす変状が認められる状態。補強
を伴う工事により対策が可能な状態。

終点 始点 

○○幹線水路
打設区間 

 

 

工法の説明

断面修復工
法

劣化によってはく落した箇所や、かぶりコンクリートをはつり落とした箇所を、元

の形状に修復する工法

ひび割れ補
修工法

ひび割れ内部に樹脂系またはセメント系の補修材料を圧力注入あるいはV字

カット後充填材を充填する工法

表面被覆工
法

コンクリート表面に塗装剤で保護層を設け、コンクリートの耐久性の向上を図

る工法

目地補修工
法

目地材の劣化、脱落などにより漏水などを生じている目地を補修する工法

コンクリート
増厚工法

既設コンクリート部材の一部もしくは，全部をプレキャスト部材や現場打ちによ

り新たな部材と取り替え，耐荷性の回復・向上を図る工法

接着工法 FRPや鋼板などを接着し、構造物の耐荷力の向上を図る工法

全面打換え
工法

既設コンクリート部材の全部をプレキャスト部材や現場打ちにより新たな部材

と取り替え，耐荷性の回復・向上を図る工法

部分打換え
工法

既設コンクリート部材の一部をプレキャスト部材や現場打ちにより新たな部材

と取り替え，耐荷性の回復・向上を図る工法

対策工法

補修工法

補強工法

S-4 

S-3 

S-2 

施設重要度、管理者の要望、

LCC 経済評価、仮設条件、

断水条件 etc. 

S-1 
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５．３．３ 技術検討委員会 

 個々の現地状況に適応した機能診断や劣化予測、対策工法の検討等を行うため、必

要に応じて専門家の意見を聞く技術検討委員会の活用を検討する。 

 

【解説】 

・ 事業計画を策定する調査の段階では、より詳細な機能診断や対策工法の検討が必要

となることから、性能指標などについて全国共通の考え方が適用し難い場合も多いと

考えられる。このため、地区の状況に応じた機能診断項目の追加・選定や、劣化予測

方法の工夫などにより対応する必要がある。しかし、技術的な知見が十分でない現状

の中では困難な点が多い。 

 

・ この様な状況を踏まえれば、これまでの様々な技術的な経験の蓄積を動員して対応

することが必要となる。このため、技術検討委員会を設け、専門家の意見を聞いて対

処することが有効と考えられる。 

 

・ 具体的には、地区の特性を踏まえた性能指標や劣化予測について当該地区に適用す

る考え方を定めて、中長期的な機能保全計画を作成する際に同委員会の助言を得る等

の活用が考えられる。 

 また、更新整備計画の策定や、事業実施段階の工法選定等においても活用すること

が望ましい。 
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５．４ 事業実施段階での調査計画 

５．４．１ 基本事項 

事業実施段階においては、調査計画段階における機能診断の検討経緯を踏まえ、必要

な詳細な補足調査を行い、対策工法を確定する。その際には、周辺環境への影響、工期

の制約などを総合的に検討する。 

 

【解説】 

①詳細な補足調査に基づく対策工事の検討 

・ 事業実施段階においては、事業計画書に基づいて工事を執行していくこととなる。

具体的な工事発注単位が明確になった段階で、施設の劣化状態、仮設も含めた現場条

件を詳細な補足調査により確認し、工期、周辺環境への影響、経済性、維持管理のし

やすさなどを考慮し、対策工法を確定する。 

 

・ 補足調査の結果を受けて事業計画の内容を修正する必要が生じた場合には、設計条

件、事業費への影響等を十分に検討する。 

 

・ 補足調査において、劣化の進行に伴う施設の損傷・崩壊、性能低下等があった場合、

農業上又は周辺環境へ与える影響が大きい施設については、事故の際のリスクも考慮

し、応急対策や工事期間内の着工の優先順位について検討する。 

 

②技術検討委員会の活用 

・ 補足調査や対策工法の検討を行う際には、事業地区の特性を踏まえた施工や整備水

準に関する基準を策定しておくことが必要である。この基準は、専門的な知見を有す

る者による技術検討委員会を組織するなどにより、合理的かつ客観的なものとなるよ

う努める必要がある。 

 

③対策記録の保存 

・ 既存施設の補修・補強を行う場合は、施工後の施設の適切な維持管理を行うために、

機能診断の結果も含めて実施した対策の内容を電子的な記録として保存し、必要事項

は農業水利ストック情報データベースに入力する。 

 

・ また、施工に伴う初期欠陥等を把握するため、工事完成後の初期点検が重要である。

このため、工事完成後１年以内に機能診断を行い、初期ひび割れや施工不良が無いか、

確認しておくことを原則とする。 
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５．４．２ 工事計画の策定 

 工事を発注するための実施設計の段階において、計画されている対策工法の妥当性を

検証するための補足調査を実施する。この場合、各段階の機能診断結果を踏まえるとと

もに、経済性や仮設も含めた施工条件等を十分考慮し、適切な工事計画を策定する。 

 また、調査計画段階で既存のまま対策工事を行わないとしている施設についても、必

要に応じて補足的な機能診断を実施し、対策工事の要否を確認しておく。 

 

【解説】 

①補足調査の実施 

・ 事業実施段階における機能診断調査は、調査段階で検討されたグルーピングの単位

を基本に実施することが望ましい。しかし、工事の発注単位は、現地の施工条件等か

ら必ずしもグルーピング単位とならない。 

 補足調査は、前回の機能診断の実施以降に生じた新たな変状、又は変状の進行の有

無等に留意しながら行う。 

 

・ また、既存の調査結果を踏まえ、必要に応じ追加調査等の実施を検討する。例えば、

構造性能については、調査計画時と同様に外観の変状とともに、必要に応じてコア抜

きによる物性値の把握や調査数量を増やすなどにより、性能低下の程度を判定する。 

 

・ さらに、水利用性能、水理性能、また地震などの偶発的な要因による人命や財産な

ど第三者へ与える影響（社会的安全性）についても、この段階で施設の重要度区分等

を考慮し、必要に応じ不等流計算、不定流シミュレーション等を行い、必要な性能が

確保されているか判定を行う。 

なお、社会的安全性の評価を行う対象は、施設の重要性、社会的要請などを考慮し

て定める。 

 

②機能保全対策の確定 

・ 各段階で行われた調査の結果から、劣化進行の特徴を把握し、劣化原因や劣化の程

度を確定する。これに基づき、補修・補強、改築の妥当性について検討する。 

また、必要に応じ、既存施設をそのまま利用するとしているものについて、対策工

事の要否を確認する。 

検討に当たっては、劣化の程度のほか、社会的条件について考慮するなど、総合的

に判断する。 

 

・ なお、調査結果から事業計画の内容を修正する必要が生じた場合には、全体事業費

への影響程度を十分に踏まえた判断を行う必要がある。 

 

③工事計画の策定 

・ 工事計画の策定においては、対策の水準を設定し、周辺環境への影響性や施工性、

維持管理のしやすさ、経済性の評価を行い、工法や材料の選定を含む具体的な対策工

法、さらには施工の順序を検討する。 



第５章 現地への適用にあたっての留意事項 

 

 86

 調査計画段階では、個別工事単位の仮設等について、調査期間等の制約から一般的

な基本設計にとどまっている場合がある。このため、事業実施段階では、実施設計や

用地交渉等を踏まえ、仮設計画まで含めた工法を選定する必要がある。 

 

・  補足調査によって施設の損傷、崩壊等の著しい性能低下が確認された場合には、

施設の重要性（水管理上重要な施設、破損した場合第三者に対する影響の大きい施

設）、事故が発生した場合のリスク等を考慮し、当該箇所の応急措置の検討や工事期

間内の施工の優先順位について検討を行う。 

 

・ 補修又は補強の予防保全対策については、工法毎の耐用年数を考慮した経済性の検

討を行う。 

  対策工法は、劣化要因や劣化の機構に適切に対応できるものを選定する。この際、

変状や劣化の機構が異なれば、性能を回復させる方法も異なるので注意が必要である。 

  また、適用可能な工法や材料が多く存在する対策工事については、劣化や性能低下

の程度を十分考慮して、適切な工法及び材料を選定することが重要となる。 

 

・ 工事計画は、設計及び施工条件の整理を行った後、①性能低下、変状の程度、劣化

の機構に適合した工法及び材料の検討、②施工性、維持管理のしやすさ、経済性の検

討、③対策工法の選定、④維持管理計画の検討を行い策定する。 
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継 続 監 視 

工法、材料の検討

施工性、維持管理の検討及び経

済性の検討 

対策工法の選定

維持管理計画

対策計画の内容 

設計及び施工条件の整理

機能保全対策の妥当性の検証及び対

策種類（補修、補強、継続監視）の

確定 

工 事 の 実 施

補足調査の実施
 

 

 

 

 

 

 

補修、補強 

【図 ５－１ 対策計画策定の流れ】 
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５．４．３ 工法選定上の留意事項 

実績が少ない新工法の適用に当たっては、その性能を確認するため、類似工法の実績

や学識経験者等の意見を踏まえて検討し、その採用を決定することが必要である。 

採用する新工法の性能については、経済性、耐用年数、仮設も含めた施工性、維持管

理のしやすさなどを十分吟味して適切に評価する。 

 

【解説】 

①対策工法の性能確認 

・ 対策工法を選定する際は、対策工事に要求する性能（耐用年数やひび割れ追従性な

ど）だけではなく、当該工法の劣化の特性、施工性、経済性、維持管理の容易さなど、

総合的な判断を行うことが必要である。 

 

・ 新材料や新工法を適用する場合は、当該技術を開発したメーカーが提示する性能（耐

用年数、強度など）について、その客観的な根拠（促進加速試験の結果等）の提示を

求め、信頼性を確認する必要がある。特に耐用年数の検証は、施工から長期の監視を

要することから実証は困難である。このため、類似工法の事例調査や学識経験者等の

意見を求めることが望ましい。 

 

・ 新工法を大規模に適用する場合には、適用する構造物の立地環境や施工状況に応じ

た試験施工を行い、施工性や対策工法の効果・信頼性を確認することが必要である。 

 

②開水路の場合 

・ 開水路は線的構造物であり、延長が長いため、建設の時期、施工者、材料、荷重条

件、地盤条件等が場所により異なっていることが多い。変状の原因も材料や施工の不

良、流水や荷重の影響、地盤条件、温度変化、腐食物質の流入等多様で、さらにこれ

らが複合していることもあり、変状の種類や程度が場所により異なる可能性がある。 

 

・ 同一路線で場所により変状の種類や程度が異なる場合は、基本的には個々の変状に

応じた対策を行う。ただし、対策の内容が類似している場合には、施工性、維持管理

の点から対策工法の種類を少なくする方が良い場合もあるので、維持管理のしやすさ

を含む総合的な観点で工法選定を行うことが望ましい。 

 

・ 特に通年取水を実施している地区については、断水による影響やその期間について、

施設管理者と十分調整し、対策工法を決定する必要がある。 

 

・ 変状の要因として複合的な劣化が想定される場合は、①各劣化機構に共通した対策

工を実施する、②複数の工法を併用するなどの対応がある。 
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【参考】代表的な対策工法の例 

 

・ 代表的な対策工の工法・材料選定時の留意点について、対策工法の目的、要求性能、

材料の劣化特性等から概略内容を整理すると以下のようになる。（詳細は農業水利施

設のコンクリート構造物調査・評価・対策工法選定マニュアルを参照） 

  なお、新技術の中には、他の分野で開発され実用化されたものがあるが、対象とす

る工種の特性の相違から、そのまま援用できない場合があるので注意が必要である。

（例えば、下水道の分野で開発されたものは紫外線による劣化や流砂による摩耗の影

響が検証されていない場合があるなど） 

 

① 表面処理工法（表面被覆工法、含浸工法） 

ポリマーセメント系の材料には、コンクリートよりも透水性が高いものもあること

から、凍害の表面被覆工法には適さない場合がある。 

表面被覆材は、付着性（表面被覆材に求められる付着強さ、必要に応じ所定の付着

強さが得られる深さまで母材をはつる等も実施）、ひび割れ追従性、耐摩耗性によっ

て評価分類される。 

付着性、施工性を確保するために工法材料に応じた母材表面付近の含水比、乾燥又

は湿潤状態を保つ必要がある。 

        

 ②ひび割れ補修工法（表面塗布工法、注入工法、充填工法） 

  ひび割れ幅、ひび割れの進行性に応じて工法、材料を選定する。 

  落水後暫くの期間はひび割れ内に水分が残留するので、落水後すぐに施工する場合

には、接着性を確保する観点から材料を選定する。 

  施工性確保において、外気温により材料の硬化性が異なるので施工条件に合致した

材料を選定する必要がある。 

  一般にひび割れ幅 0.5mm 未満であれば注入工法、0.5mm 以上であれば充填工法を採

用している事例が多い。なお、Ｖカット充填工法は端部から水が浸透しやすく充填材

が剥離などを起こしやすいので近年はＵカットを採用する場合も多い。 

 

 ③断面修復工法（左官工法、吹付工法、充填工法） 

  施工法により最小厚さが異なること、補修面積、施工の方向を考慮して工法を選定

する。内部に空隙を残さないことに留意する。また、損傷部分を除去する際健全な部

分に損傷を与えないよう工法を選定することが必要である。 

  現状では水中で断面修復する工法は開発されていないため、施工は気中で行うこと

が基本となる。 

 

 ④目地補修工法 

現状では水中で施工する工法は開発されていないため、施工は気中で行うことが基

本となる。 

 

 ⑤接着工法（鋼板接着工法、パネル接着工法、連続繊維シート接着工法） 
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  工法によってひび割れ補修の必要が生じる（パネル接着工法においてひび割れを伴

う部材）。 

鋼板接着工法、パネル接着工法では、水路断面は縮小するが粗度係数が小となる材

料が多いため通水量は一般に確保されることとなる。しかし、流速が増加することに

より分水性能等が低下する場合もあるので、採用の際には水利用性能、水理性能の確

認が必要である。 

 

 ⑥打換え工法（打換え工法、増厚工法） 

  過度に配筋すると打換え部に隣接する元の部材が構造的な弱部となり元の部材に

損傷が発生するおそれが生じる。 

  打継面の処理が不完全であると漏水等が生じ再損傷に至るおそれが生じる。 

  既設の部材が取り壊し可能か否かを判断することが重要となる。 
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５．４．４ 技術検討委員会の活用 

個々の地区の状況に適応して、機能診断の手順、対策工法の選定基準、設計・施工基

準等を作成するに当たっては、専門家の意見を聴く技術検討委員会を設置し検討するな

ど、客観性の確保に努めなければならない。 

 

【解説】 

・  設計・施工基準等は、着工後早期に作成することとなるが、工事の進捗や施工実

績の蓄積等に応じて、事業期間中に適宜見直すことも必要となる。 

 

・  また、当該地区における機能診断や対策工事の施工実績等が少ない段階では、類

似した工種、対象施設を持つ他地区の知見を活用することや、新工法の適用に当た

っての性能の評価も必要となる。 

 

・  これら事業地区の抱える技術的課題の検討について合理性及び客観性の確保を図

る観点から、調査計画段階から継続して技術検討委員会を活用することが望ましい。 
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５．４．５ 対策工事データの記録・保存 

施設の適切な機能保全を効率的に行うため、設計、施工等の対策の実施内容、補修・

補強等の対策実施後の初期点検結果などを記録し、保存する。 

事業実施期間中は必要に応じ定期的に点検を行い、類似工事の設計、施工に活用する。 

 

【解説】 

①対策工事に関する情報の記録・保存 

・ 今後の機能診断調査を円滑に実施するため、水路の位置を表示するプレートなどを

施工と併せて設置しておくことが望ましい。 

 

・ 施工後の施設の適切な機能保全を行うために、実施した対策の内容を参照しやすい

形で記録し、保存する。特に、既存施設の補強や補修を行った場合は、対策のために

行った調査結果（過程）の記録も重要となる。 

 

・  補修・補強等の対策実施の際の設計の考え方、採用した設計値や工法選定根拠、

工事記録、対策実施後の初期点検の結果、関連する設計図書等は、事業完了後の機

能診断や管理の際に利用することとなるため、閲覧・加工しやすい形で整理し、確

実に記録、保存する。 

 

・ 特に、施工の際の設計強度や水セメント比などは、事業が完了した後の機能診断に

当たって重要な情報となることから、これらの設計条件、施工条件、施設完成後の試

験結果等を確実に記録として保存することが必要である。 

 

・  記録・保存する媒体、形式、整理内容については事業実施中から予定管理者とも

調整を図る。また、必要事項は、農業水利ストック情報データベースに入力する。 

 

  

②初期点検 

・ 初期点検は、施設の諸性能に関する初期状態を把握することが主たる目的である。

初期状態の把握は、初期欠陥（ひび割れ、コールドジョイントなど）、損傷の有無の

確認、劣化予測の初期データの明確化という観点から重要である。このため、当該区

間の工事完成後 1年以内に初期点検として機能診断を行うことを原則とする。 

 

・ 事業実施中の点検方法は、目視、写真、ビデオ撮影等による点検を主体とし、異常

等が発見された場合には原因の特定を行うとともに、その程度を評価する。また、点

検結果により、必要に応じて詳細点検を実施する。 

 

・ 確認された損傷等は、適切に処置を行うとともに、その結果を記録・保存する。 
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用語の解説 

 
用  語 説  明 解  説 

アセットマネ

ジメント 
ストックマネジメントは、個々の水利施設系単

位で、効率的な機能保全対策を講じるための技

術手法である。機能診断結果などのデータ蓄積

等により、将来的には、全国の水利施設全体を

資産(アセット)ととらえ、限られた財源での施
設の機能低下に伴うリスクの最小化や財政負

担の平準化にも取り組むことを想定している。

 

アセットマネジメントとは、一般的には金融資産

や不動産などを管理・運用すること（広義のアセッ

トマネジメント）を指す。近年では公共事業により

造成された施設について、維持管理や補修などをど

のように効率的に行うかといった技術体系及び経営

管理手法の総称（狭義のアセットマネジメント）と

して使われている。 

ストックマネ

ジメント 
施設の機能診断に基づく機能保全対策の実施

を通じて、既存施設の有効活用や長寿命化を図

り、ライフサイクルコストを低減するための技

術体系及び管理手法の総称。 

狭義のアセットマネジメントと同義である。農業

農村整備事業における固有の用語として新たに定義

したもの。 
また、ライフサイクルコストを低減するだけでは

なく、更新や維持管理に要する経費を平準化するこ

ともねらいの一つである。 

ライフサイク

ルコスト 
（ＬＣＣ） 

施設の建設に要する経費に、供用期間中の運

転、補修等の管理に要する経費及び廃棄に要す

る経費を合計した金額。 
 
 

①一般的に、過去の投資は支出済み費用換算係数に

より、将来に発生する経費は社会的割引率により現

在価値に換算して算定する。 
②農業水利施設の場合、その機能が永続的に確保さ

れる前提が暗にあることから、ライフサイクルをい

つからいつまでとするべきか判断が難しい場合があ

るが、新設又は大規模な更新事業が行われてから、

新設と同等以上の耐用年数が期待される更新事業の

開始直前までと考えることが通常である。 
 

機能保全コス

ト 
 

施設を供用し、機能を要求する性能水準以上に

保全するために必要となる経費の総額。 
本手引きの意図は、経済性の検討を行う一定期間

に要するコストの総額を比較対照することが目的で

ある。そのため、ライフサイクルコストのうち、支

出済みの経費と一定期間以降に発生する経費を控除

した経費について比較分析を行うこととなる。なお、

一定期間中に大規模な更新が発生する場合には、こ

れを含めて検討の対象とするとともに、検討期間終

了時に残存価値がある場合には、これを控除する。 
 

耐用年数 
（耐用期間） 
 

施設の性能が低下することなどにより、必要と

される機能が果たせなくなり、当該施設が供用

できなくなるまでの期間として期待できる期

間。 
 
 
 

施設管理者が通常行う標準的な施設管理や軽微な

補修等を行うことによって、実現される耐用期間の

平均的な年数。標準耐用年数とは直接つながらない。

日常的な維持管理費の増加などによる経済的不利の

発生、営農形態の高度化等による施設に要求される

機能・性能の向上などで施設の陳腐化が急速に進め

ば標準耐用年数よりも短い場合もあり、進まなけれ

ば長くなる場合もある。 

なお、上記の耐用期間はコンクリート標準示方書

維持管理編の耐用期間と同様の意味。 

 

供用年数 施設を供用する期間。 必ずしも使用に耐えうる耐用期間と同じではない

ことに留意が必要。コンクリート標準示方書維持管

理編の供用期間と同様の意味。 
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用  語 説  明 解  説 

標準耐用年数 「土地改良事業における経済効果の測定に必
要な諸係数について（昭和６１年７月１日６０

構改 C第６９０号）」で示されている施設の区
分、構造区分毎の設計時に規定した供用目標期

間。 

左記の通知は、所得税法及び法人税法の減価償却

資産の償却期間を定めるため財務省令で定められた

ものを基礎として、農林水産省が定めたもの。 
税法上の減価償却期間を規定するものであることか

ら、耐用年数の検討の目安として活用できる。しか

しながら、必ずしも供用できなくなるまでの標準的

期間でないことに留意が必要。 
本来であれば、施設の重要度等に応じて、要求性

能と設計耐用年数(設計時において施設がその目的と
する機能を十分果たさなければならないと想定した

期間)を設定して設計を実施すべきである。設計耐用
年数を設定するためには、劣化メカニズムの解析や

調査データなどから劣化予測を行い、施設の劣化期

間を把握する必要がある。しかしながら、現時点で

は劣化期間を把握することは難しいことから、当面

設計耐用年数は標準耐用年数を準用して設定するも

のとする。ただし、個別に設定できる場合はこの限

りではない。 
 

機能診断調査 施設の機能の状態、劣化の過程及びその原因を
把握するための調査。 

機能の状態には、性能低下を調べることと、不足

する機能を調べることの両方を含む。 

機能診断評価 機能診断調査の結果を評価すること。 機能診断調査の結果から劣化要因及び性能低下を判

定し、機能保全対策を検討するための根拠とする行

為。 
機能診断 機能診断調査と機能診断評価を合わせた概念。

 
 

予防保全 当該施設に求められる性能が、これ以上の性能

低下を許容することが出来ない管理水準以下

に低下する前に、機能保全コストの最小化の観

点から、経済的に耐用年数の延伸を図る目的で

実施する対策。 
 

コンクリート標準示方書では、劣化が顕在化する

以前から詳細な点検を行い、劣化が顕在化すること

がないよう対策を講じる方法とされている。農業水

利施設の場合、通常、施設を構成する部分毎には劣

化が顕在化しているものの、施設系としての機能障

害が顕在化していない段階での対策であることが通

常。また、農業水利施設は様々な施設群で構成され

るが、個々の施設としては機能障害が発生し事後保

全であっても、施設群全体の水利システムとしては

予防保全であると表現する場合もある。 

事後保全 当該施設に求められる性能が、劣化等により管

理水準以下に低下した後に実施する対策。 
 

当該施設の機能に支障が生じた後に対策を講じる

こと。 

機能保全 施設又は施設系の機能が失われたり性能が低

下することを抑制又は回復すること。 
 

長寿命化 施設の機能診断に基づく機能保全対策により

残存の耐用年数を延長する行為。 
 

 

補修 主に施設の耐久性を回復又は向上させること。

 

劣化の進行を抑制したり、部分的な施設の欠損等

を実用上支障のない程度として、施設の寿命を長く

すること。 
目地の回復、塗装等がこれにあたる。施設の一部

に対する行為に関する概念。修繕と同義。 
耐久性（構造物の性能低下の経時変化に対する抵抗

性）を回復もしくは向上させることで、耐力（力学

的性能）の向上を必ずしも伴うものではない。 

言い換えれば、主たる目的が耐力向上でなければ

補修、耐力向上であれば補強。 
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用  語 説  明 解  説 

なお、補修・補強については、性能を回復する行

為を補修、性能を向上させる行為を補強と定義する

考え方もあるが、本手引きでは現行のコンクリート

標準示方書維持管理編の記述も参考に左記の通りと

した。 
 

補強 主に施設の構造的耐力を回復又は向上させる

こと。 
コンクリート増厚、強化繊維素材の貼り付け等が

これにあたる。施設の一部に対する行為に関する概

念。 
主たる目的が耐力向上でなければ補修、耐力向上

であれば補強。 
 

改修 失われた機能を補い、又は新たな機能を追加す

ること。 
 

改築は既存の施設を撤去し新しいものを建設する

ことを念頭に置いているが、改修は必ずしも既存施

設が撤去されることを前提としていない点が異な

る。 
 

改築 従前の機能又は新たな機能を確保することを

目的として既存の施設を新しい施設で置き換

えること。 
 

個々の施設に対する行為に着目した概念。 

更新 施設全体又は設備全体を新しい施設で置き換

えること。なお、施設系全体を対象とした場合

は、施設系を構成する施設の改築だけでなく、

補修、補強、改修、改築を包括して行うことも

更新という。 
 

 

初期欠陥 施設の計画・設計・施工に起因する欠陥。 コンクリートでは、構造計算のミスによる鉄筋量

の不足や施工不良を含み、供用前又は供用後に発生

する乾燥収縮によるひび割れ、豆板、コールドジョ

イントなど。 
損傷 偶発的な外力に起因する欠陥。 時間の経過とともに施設の性能低下が起きたもの

でないもの。衝突や地震に起因する欠陥。 

劣化 時間の経過とともに施設の性能低下をもたら

す部材・構造の変化。 
 

変状 初期欠陥、損傷、劣化を合わせたもの。 
 

施設が健全な状態で本来期待されている機能や状

況と比較して、異なっている状況。具体的には、ひ

び割れ、剥離、欠損などの状態。 
「異状」に近い概念であるが、施設に求められる

性能が低下しているか否かという評価を必ずしも含

まない。 

施設の機能 目的又は要求に応じて施設が果たすべき役割、

働き、行為のこと。 
農業水利施設では、水利用機能、水理機能、構造

機能など。 
機能は、水利施設系全体、これを構成する個々の

水利施設、水利施設を構成する部材など、様々な段

階で個別に設定する。 
 

施設の性能 施設が果たす役割（施設の機能）を遂行する能

力のこと。 
 

性能は、その能力を数値で示すことが出来る。 

水利施設の水理機能でいえば、通水性、水理的安

定性など。 

性能は、水利施設系全体、これを構成する個々の

水利施設、水利施設を構成する部材など、様々な段

階で個別に設定する。 
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【参考資料】

農業水利施設の機能保全に関する基本的考え方

～農業水利施設のストックマネジメントの導入に向けて～

１ 検討の背景及び目的

（１）検討の背景

①農業水利ストックの蓄積と老朽化の進行

昭和２４年に土地改良法が制定されて以降、国や都道府県により新規の水源開発、

取水堰や用排水路の近代化、機場や管理施設の整備等、大規模な農業水利施設の整備

が本格的に行われてきた。

この結果、国営、県営事業等で造成された基幹的な農業水利施設は、平成１３年度

末時点で、ダム、頭首工、用排水機場等の施設が約７千箇所、農業用用排水路が延長

約４万５千ｋｍにのぼり、再建設費で約１４兆円、末端の施設まで含めて約２５兆円

の社会資本ストックが形成されるに至っている。

今日、これらの農業水利施設は、食料生産基盤としての機能だけでなく、地下水の

かん養や洪水防止などの多面的機能を発揮し、国民全体に便益を供給する社会共通資

本となっている。

これらの基幹的な農業水利施設の相当数は、戦後に集中的に整備されてきたことか

ら、順次、老朽化が進行し、更新が必要な時期を迎える施設が増加してきている。

一方、これら施設の再整備は遅れており、現時点で標準耐用年数を超過している基

幹的な農業水利施設は再建設費で約２兆円にも及んでいる。最近では、老朽化による

施設崩壊等の事故が増加する状況も見られるようになっている。

②効率的な機能保全対策の要請

近年、各公共事業分野では社会資本ストックの増大に伴い、その施設更新や保全管

理に係る費用が増加する一方、国と地方の厳しい財政状況から、公共事業への投資は

抑制傾向にある。このため、既存ストックの有効利用による公共事業のコスト縮減が

大きな課題となっている。

農地を集積して農業構造改革を加速化するための農地整備や、用水施設が未整備の

畑地におけるかんがい施設の新規整備等を推進するという政策課題がある中で、基幹

的な農業水利施設の更新や保全管理に係る費用は年々増加している。このような傾向

が継続すれば、将来の施策選択を制約する恐れもある。

このようなことから、食料・農業・農村基本法に基づく「食料・農業・農村基本計

画（平成１７年３月閣議決定 」においては 「既存ストックの有効活用の観点から農） 、
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業水利施設の長寿命化を図り、そのライフサイクルコストを低減することを通じ、効

率的な更新整備や保全管理を充実する」とされており、この具体的な施策の構築を検

討することが求められている。

（２）検討の目的

このような背景を踏まえ、農業水利施設の果たしている機能をより効率的に保全す

。 、 、るための基本的な考え方を明確にする また 現場における創意工夫が活かせるよう

具体的に実践するための仕組みの基本的な事項を検討する。

更に、今後継続的に取り組んでいくべき技術的な課題についても明らかにする。

２ 農業水利施設の機能保全に関する基本的考え方

(１)農業水利施設の果たしている役割と機能保全の重要性

、 、農業水利施設は 安定的な用水の供給や排水など農業生産の基盤であるのみならず

地下水のかん養や湛水被害の軽減、地域用水として農村の景観を形成し生態系を保全

するなど、生活に密着した多面的機能も発揮している社会資本であるため、その機能

を適切に保全していくことは国民経済にとって重要である。

また、農業水利施設の機能保全のために施設の更新を行う際には、環境の修復や、

より良い景観形成などの新たな価値の創造を図る機会ともなるため、地域活動との連

携を図りつつ、その可能性を検討することが重要である。更に、これまでの施設利用

の経験を活かして、より管理しやすい施設に改良する視点を持つことも必要と考えら

れる。

(２)施設機能の効率的な保全に着目した対応

従来は、施設の劣化と同時に、営農形態の変化に伴う用水需要ピークの増加や管理

の省力化への要請、都市化・混住化に伴う水質悪化への対応等が大きく、施設に要求

される機能そのものに変化があったため、物理的な耐用年数に達する前に施設の改良

が必要となる場合が多かった。

しかし、近年、耐用年数に近づきつつある施設が増加し、現況の機能をいかに保全

し、実用的な供用期間を経済的に延伸できるかが課題であり、施設の性能評価や劣化

の見通しに基づく対応を進めることが重要となっている。

(３)構造物毎の劣化状況に応じた適時の対策の実施

、 、 、 、 、 、農業水利システムは ダム 頭首工 水路 トンネル 用排水機場や管理施設など

、 。様々な工種の施設が組み合わさって機能しており 施設毎の耐用年数も異なっている



99

また、長大な構造物であり立地条件の差も大きいため、同一施設でも箇所毎に劣化状

況が異なるという特色がある。

このため、農業水利システムとしての機能を効率的に保全するためには、施設改良

のために一括更新が必要となる場合とは異なり、農業水利施設を構成する構造物毎の

劣化状況を細かに把握し、その度合いに応じて適時に対策を実施することが重要であ

る。

(４)適切な対策の選択的実施

施設の劣化の要因と度合いに応じ、適用可能な手法を複数想定して比較検討を行う

等により、更新、補強・補修、継続的な監視等について、適切な対応と対策を選択的

に実施することが重要である。

その際、施設の構造性能の低下が致命的になる前に補修・補強等を実施する予防保

全対策によって経済的かつ効率的に施設の長寿命化を図ることが出来る場合があるこ

とから、このような手法の積極的な活用についても検討することが必要である。

(５)環境との調和や環境修復への配慮等

農業水利施設の機能保全は、経済的効率性のみで検討を行うと、環境への影響や本

来施設が果たすことが期待される多面的役割を減退させる場合があるので留意が必要

。 、 、である また 長年の利用の中で景観や生態系など固有の環境が形成されているため

対策を実施する際には、環境への影響を極力緩和するよう検討する必要がある。

施設を改築する際には、新しい機能を付加したり性能を向上させることが、それ単

独で行う場合よりも経済的に行うことが出来ることから、地域住民の意向も踏まえ、

地域活動との連携等を図りつつ、環境の修復やより良い景観形成などの新たな価値の

創造を図る努力を併せて行うことが重要である。

(６)適切な日常管理の奨励と、施設管理者との連携強化

農業水利施設の適切な機能発揮を確保するためには、土地改良区等の施設管理者が

施設状況の把握と軽微な補修等の日常的な管理を適切に実施することが必要である。

また、施設管理主体と造成主体、関係機関が連携し、施設の変状等についての情報共

有や、機能診断、補修履歴等に係る一元的な情報蓄積等を行うことが重要である。
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３ 導入すべき新たな取組（ストックマネジメント）の考え方

農業水利施設の効率的な機能保全のためには、施設機能を支える施設性能（構造性

、 ） 。 、能 水理性能等 を一定の範囲内に管理する手法を導入する必要がある 具体的には

定期的な機能診断によって性能低下の要因と状況を把握するとともに、これに対応し

た複数の対策を比較検討し、適時的確に対策を実施するプロセスをサイクルとして繰

り返すとともに、併せて施設の機能診断や補修履歴等の情報を蓄積・利用することに

よって、施設の機能保全を効率的に実施する取組（ストックマネジメント）を導入す

ることが有効と考えられる。

（１）施設の機能診断と劣化予測に基づく対策の検討

①機能診断

施設の状態に着目した性能管理を行うためには、施設の劣化要因とその程度を時系

列に把握することが必要である。このため、定期的な機能診断を実施することが基本

となり、その際の機能診断の項目や調査頻度は、施設の重要度や、劣化の程度等を踏

まえて検討すべきと考えられる。

また、施設の劣化状態の評価は、劣化要因と求める機能に適した手法で行うことが

重要である。

②施設性能の劣化予測

施設の性能を一定期間適切に保全するための対策を比較検討するため、摩耗や凍害

等の劣化の要因毎に、その特性と機能診断の結果等から劣化予測を行うことが必要で

ある。劣化予測の精度を高めるため、継続的に機能診断結果を蓄積し、活用すること

が重要であり、過去の診断実績等から統計的に劣化予測を行うなどの手法を工夫する

ことも考えられる。

③機能保全対策

農業水利施設の機能を保全するための対策（以下「機能保全対策」という ）は、。

対策の実施時期と対策工法の選択により様々な組合せが存在すると考えられる。この

ため、機能診断に基づく施設性能の評価と劣化予測により、技術的に妥当なものを複

数仮定し、それに対応する費用について比較検討する手法を適用することが有効であ

る。その際、現場の施工性や周辺環境等の立地条件、過去の補修履歴等によっては適

用できない対策工法もあることから、個別地区の事情には十分に留意して検討するこ

とが必要である。

また、性能を管理することから、対策の比較検討単位は事業地区全体や水路の路線

毎などの区分ではなく、施設の劣化状態等によって分類（グルーピング）した施設群

毎に行うことが有効である。
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（２）ライフサイクルコスト又は機能保全コストに着目した比較検討

機能保全対策の比較検討については、対策の実施時期、工法の内容等により、供用

可能期間の延長の程度が異なるとともに、対策の費用も異なることから、当面の整備

費用ではなく、ライフサイクルコストの視点を導入することが適当である。

特に、既存の施設について機能保全対策を検討する場合、当該施設のライフサイク

ルを定めるのが困難であること、過去に支出した費用は今後の経済比較に関係しない

ことから、標準的な耐用年数を参考としつつ、一定期間を定め、この間に施設機能を

保全するために要するコスト（以下「機能保全コスト」という ）について比較検討。

を行うことを基本とする。

（３）基本事項の設定と現場の条件に応じた実践

ストックマネジメントは、施設の機能保全コストの抑制に有効だが、新しい技術で

、 、 、あるため まず 基本的な視点や事項について先導的に国が一定の考え方を示しつつ

現場での実践については、画一的な基準ではなく施設の構造や立地条件等を踏まえた

柔軟な対応を可能とし、技術的な創意工夫を活かしながら取組を広げるようにすべき

と考えられる。

（４）機能診断や対策の実施を通じたデータの蓄積

ストックマネジメント技術の向上のためには、現場での実践を通じて課題の抽出と

改良を繰り返すことが重要である。このため、施設の機能診断やこれを踏まえた予防

保全対策等の実践に係る情報と対策後のモニタリングも含めた経年的な施設情報等を

一元的に蓄積することが必要である。

４ 今後の課題と対応の方向

(１)現場での実践に基づく継続的な技術向上の取組

全国で実施される施設の機能診断や対策工事の結果を分析・評価し、その成果を現

場に還元することにより、ストックマネジメント技術の継続的な向上を図ることが重

要な課題である。

ストックマネジメント技術は、他の公共事業の分野でも一部で取組が始められてい

る。しかし、農業水利施設は劣化特性や有効な対策、許容されるリスク等が他の分野

と異なるため、独自の視点が必要であると考えられる。また、技術的検討をより効果

的に行うため、研究機関や大学等の調査研究機関等と連携した研究を進めることも重

要である。
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(２)新技術の導入と評価手法の確立

近年、機能診断や施設の補修・補強に係る新技術が多数開発、提案されている。効

率的な機能保全のためには、これらの新技術の現場適用性や耐用年数等の効果につい

て適切な評価を行うことが必要である。

、 、このため これまでの適用実績について現場条件等を踏まえた情報を収集・分析し

随時参照・提供できるような体制を整備することが必要である。また、十分な情報が

蓄積されていない新技術についても、技術的な評価手法の確立や採用のための手続き

を整備していくことが重要である。

現場のニーズを踏まえた新技術の開発を官民連携で進めることも必要である。

(３)農業水利施設ストックの資産管理の高度化

ストックマネジメント技術を基礎とし、将来的には全国で必要となる機能保全対策

の中長期的な見通しを立てるとともに、リスクを評価しつつ財政支出と農家負担の年

度間の平準化を図るといった高度なマネジメントも展望することが重要な課題であ

る。

このためには、全国の農業水利ストックの機能低下のリスク評価を的確に行うため

の研究等についても取り組んでいくことが必要である。

(４)技術者の育成強化と技術の普及

ストックマネジメントで行う施設の機能診断や対策工法の選定等については、基本

的視点等を整理しマニュアル化するだけでは判定できない複雑さを有している。この

ため、現場毎に立地や社会的な条件等も総合的に加味した技術的な判断が重要な役割

を果たすことから、この分野の知見と技術を持った技術者の育成強化が重要である。

また、今後の施設管理や更新等においてストックマネジメントの視点を一般化して

いくため、関連する技術参考資料や実施事例等についてとりまとめ、関係者に提供す

るとともに、研修等を実施することを通じて、普及・啓発を図る必要がある。




